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Ⅰ.はじめに 

Ⅱ.耐津波設計方針 

1.基本事項 

1.1津波防護対象の選定 

1.2敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 

1.3基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

1.4入力津波の設定 

1.5水位変動，地殻変動の考慮 

1.6設計または評価に用いる入力津波 

 

2.設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

2.2敷地への浸水防止（外郭防護1） 

 

 

2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

 

 

2.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止 

 

 

 

2.6津波監視 

 

3.重大事故等対処施設の津波防護方針 

3.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

3.2敷地への浸水防止（外郭防護1） 

3.3漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響

防止（外郭防護2） 

第 2部 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．耐津波設計方針 

1. 基本事項 

1.1 設計基準対象施設の津波防護対象の選定 

1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 

1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

1.4 入力津波の設定 

1.5 水位変動・地殻変動の評価 

1.6 設計又は評価に用いる入力津波 

 

2. 設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

2.4.2 浸水防護重点化範囲における浸水対策 

2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止 

2.5.1 非常用海水冷却系の取水性 

2.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確

認 

2.6 津波監視設備 

【東海第二は４０条まとめ資料より抜粋】 

2.1.3 耐津波設計の基本方針 

2.1.3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

2.1.3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

2.1.3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への

影響防止(外郭防護 2) 

 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．耐津波設計方針 

1. 基本事項 

1.1 津波防護対象の選定 

l.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 

1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

1.4 入力津波の設定 

1.5 水位変動，地殻変動の考慮 

1.6 設計または評価に用いる入力津波 

 

2. 設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

 

 

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

 

 

2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響

防止 

 

 

 

2.6 津波監視 

 

3. 重大事故等対処施設の津波防護方針 

3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影

響防止（外郭防護２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2.3は柏崎 6/7,女川，

島根で比較） 

（2.4は柏崎 6/7,女川，

島根で比較） 

（2.5は柏崎 6/7,女川，

島根で比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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3.4重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離

（内郭防護） 

3.5水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響防止 

 

3.6津波監視 

 

4.施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

4.1津波防護施設の設計 

4.2浸水防止設備の設計 

4.3津波監視設備の設計 

4.4施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

－1基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置 

－2「浸水を防止する敷地」の範囲外が浸水することによる影響に

ついて 

 

 

 

 

－3津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて 

－4地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について 

 

 

 

－5港湾内の局所的な海面の励起について 

－6管路解析の詳細について 

 

 

2.1.3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の

隔離(内郭防護) 

2.1.3.5水変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響防止 

2.1.3.6 津波防護施設及び浸水防止設備等の設計・評価 

2.1.3.6 津波監視 

【４０条まとめ資料より抜粋ここまで】 

3. 施設・設備の設計方針 

3.1 津波防護施設の設計 

3.2 浸水防止設備の設計 

3.3 津波監視設備 

3.4 施設・設備の設計・評価に係る検討事項 

 

 

 

 

 

 

添 付 資 料 

１ 設計基準対象施設の津波防護対象設備とその配置について  

 

 

 

 

 

２ 耐津波設計における現場確認プロセスについて 

３ 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて 

４ 敷地内の遡上経路の沈下量算定評価について 

 

 

 

７ 港湾内の局所的な海面の励起について 

５ 管路解析のモデルについて 

６ 管路解析のパラメータスタディについて 

 

3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔

離（内郭防護） 

3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響防止 

 

3.6 津波監視 

 

4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

4.1 津波防護施設の設計 

4.2 浸水防止設備の設計 

4.3 津波監視設備の設計 

4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１．基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置 

 

 

 

 

 

 

２．津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて 

３．地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について 

 

４．日本海東縁部に想定される地震による発電所敷地への影響に

ついて 

５．港湾内の局所的な海面の励起について 

６．管路計算の詳細について 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は設計基

準対象施設の津波防護

施設及び浸水防止設備

等と同様であり，別添１ 

４．において説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波と敷地形状の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，防波壁

等により津波が敷地内

に流入しない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別添３

に記載 

・津波波源と敷地距離の

違いによる地震影響の

考え方の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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－7入力津波に用いる潮位条件について 

－8入力津波に対する水位分布について 

 

 

 

 

 

－9敷地への浸水防止（外殻防護1）評価のための沈下量の算定に

ついて 

 

－10津波防護対策の設備の位置づけについて 

－11タービン建屋内の区画について 

 

 

 

 

 

 

 

－12内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

 

 

 

－13津波襲来時におけるタービン建屋内各エリアの溢水量評価 

 

 

 

 

 

 

 

－14浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実

施範囲及び施工例 

 

 

８ 入力津波に用いる潮位条件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 津波防護対策の設備の位置付けについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．入力津波に用いる潮位条件について 

８．入力津波に対する水位分布について 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．津波防護対策の設備の位置付けについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実

施範囲及び施工例 

島根２号炉は添付資

料６に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は入力津

波の水位一覧及び入力

津波設定位置等を添付

資料に整理 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は添付資

料３に記載 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7】  

島根２号炉は，タービ

ン建物内の区画を別添

１ 2.4で説明 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は津波流

入防止対策によりター

ビン建物に津波の流入

はない 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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－15貯留量の算定について 

 

 

 

 

 

－16津波による水位低下時の常用海水ポンプの停止に関わる運用

及び常用海水ポンプ停止後の慣性水流による原子炉補機冷

却海水ポンプの取水性への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－17基準津波に伴う砂移動評価について 

－18柏崎刈羽原子力発電所周辺海域における底質土砂の分析結果

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 常用海水ポンプ停止の運用手順について 

 

 

 

 

 

１１ 残留熱除去系海水ポンプの水理実験結果について 

 

 

 

 

 

 

１２ 貯留堰設置位置及び天端高さの決定の考え方について 

 

 

 

 

 

１３ 基準津波に伴う砂移動評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．基準津波に伴う砂移動評価について 

13．島根原子力発電所周辺海域における底質土砂の分析結果につ

いて 

 

 

 

島根２号炉は浸水防

護重点解範囲の浸水対

策等を記載 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時の水位が，海水ポンプ

の取水可能水位を下回

らない 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は引き波

時に常用海水ポンプの

停止操作を添付 37 に記

載 

・評価結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の取水可

能水位は JSME 基準より

算出しており，水理実験

による取水可能水位の

確認は不要 

・津波防護対策の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は引き波

時の水位が，海水ポンプ

の取水可能水位を下回

らない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は周辺海

域における底質土砂の

分析結果を添付資料に
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－19海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

 

 

 

 

－20津波漂流物の調査要領について 

 

 

 

－21燃料等輸送船の係留索の耐力について 

－22燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について 

－23浚渫船の係留可能な限界流速について 

 

 

 

 

－24車両退避の実効性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－25漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について 

 

 

 

 

－26津波監視設備の監視に関する考え方 

 

 

１４ 非常用海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

１５ 漂流物の移動量算出の考え方 

 

 

 

１６ 津波漂流物の調査要領について 

 

 

 

１９ 燃料等輸送船の係留索の耐力について 

２０ 燃料等輸送船の喫水と津波高さとの関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

 

 

 

 

15．津波漂流物の調査要領について 

 

 

 

16．燃料等輸送船の係留索の耐力について 

17．燃料等輸送船の喫水高さと津波高さとの関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18．漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について 

 

 

 

 

19．津波監視設備の監視に関する考え方 

 

 

整理 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別添１ 

2.5に記載 

 

 

 

 

 

 

・漂流物になり得る船舶

等の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉に浚渫船

による作業は無い 

・漂流物になり得る船舶

等の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は日本海

東縁部に想定される地

震による津波について

荷揚場への遡上が想定

されるが，津波襲来まで

の時間余裕により車両

は退避可能（添付 35 に

記載） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は漂流物

評価において考慮する

津波流速等を記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は津波監
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－27耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

 

 

 

－28海水貯留堰における津波波力の設定方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－29基準類における衝突荷重算定式について 

 

－30耐津波設計における津波荷重と余震荷重の組み合わせについ

て 

－31貯留堰設置地盤の支持性能について 

 

 

 

 

 

－32貯留堰継手部の漏水量評価について 

－33水密扉の運用管理について 

 

 

 

 

 

２６ 耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 鋼製防護壁の設計方針について 

２２ 鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針について 

２３ 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の設計方針につい

て 

２４ 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針について 

 

２７ 防潮堤及び貯留堰における津波荷重の設定方針について 

２９ 各種基準類における衝突荷重の算定式及び衝突荷重につい

て 

２８ 耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 防潮扉の設計と運用について 

 

 

 

 

 

20．耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21．基準類における衝突荷重算定式及び衝突荷重について 

 

22．耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

23．水密扉の運用管理について 

 

 

視に関する考え方を記

載 

（添付資料 19 は柏崎

6/7,女川，島根で比較） 

 

 

 

・津波防護対策の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時の水位が，海水ポンプ

の取水可能水位を下回

らない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は防波壁

等の設計方針等につい

て別添１ 4.1，添付資

料 25に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資

料 26に記載 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時の水位が，海水ポンプ

の取水可能水位を下回

らない 

・同上 

（添付資料 23 は柏崎

6/7,女川，島根で比較） 
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３０ 放水路ゲートの設計と運用について 

３１ 貯留堰継ぎ手部の漏水量評価について 

３２ 貯留堰の構造及び仕様について 

 

 

 

３３ 貫通部止水対策箇所について 

 

 

 

 

 

３４ 隣接する日立港区及び常陸那珂港区の防波堤の延長計画の

有無について 

 

 

３５ 防波堤の有無による敷地南側の津波高さについて 

 

 

 

 

３６ 防潮堤設置に伴う隣接する周辺の原子炉施設への影響につ

いて 

 

 

 

３７ 設計基準対象施設の安全重要度分類クラス３の設備の津波

防護について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は放水路

ゲート，貯留堰は要しな

い 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，貫通部

止水処置について別添

１ 4.2に記載 

 

・設備の配置状況の相違 

【東海第二】 

島根２号炉には隣接

する港湾施設はない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は防波堤

の有無を考慮して入力

津波を設定している 

・設備の配置状況の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は周辺に

隣接する他の原子炉施

設はない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資

料１に安全重要度クラ

ス３の設備について記
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－34審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３８ 敷地側面北側防潮堤設置ルート変更に伴う入力津波の設定

について 

 

 

３９ 津波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

４０ 東北地方太平洋沖地震時の被害状況を踏まえた東海第二発

電所の地震・津波による被害想定について 

 

 

 

４１ 審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24．審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針） 

 

25. 防波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について 

26. 防波壁及び防波扉における津波荷重の設定方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.津波流入防止対策について 

 

 

 

載 

・設計条件の相違 

【東海第二】 

東海第二の設計変更

に伴う資料 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二は津波 PRA

の評価結果を踏まえ「津

波浸水による最終ヒー

トシンク喪失」を事故シ

ーケンスグループに追

加したことによる説明

資料を添付 

・立地条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は東北地

方太平洋沖地震の被害

なし 

 

 

<<比較表なし>> 

・津波防護対策及び資料

構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は津波防護

施設として防波壁を設

置していない 

【東海第二】 

東海第二は添付資料

21～27に記載 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は基準津

波として２つの波源を
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28. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び

取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備

に対する浸水影響について 

 

 

 

 

 

29. １号炉取水槽流路縮小工について 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 取水槽除じん機エリア防水壁及び取水槽除じん機エリア水

密扉の設計方針及び構造成立性の見通しについて 

 

 

 

 

 

31. 施設護岸の漂流物評価における遡上域の範囲及び流速につ

いて 

 

 

 

 

 

32. 海水ポンプの実機性能試験について 

33. 海水ポンプの吸込流速が砂の沈降速度を上回る範囲につい

考慮していることによ

る流入防止対策を説明 

・設備の配置条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉はタービ

ン建物等に非常用海水

系配管等の津波防護対

象設備を設置している

ことによる影響評価を

実施 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は津波防

護対策として，１号炉取

水槽に流路縮小工を設

置することから，その影

響評価を実施 

（添付資料 29 は柏崎

6/7,女川，島根で比較） 

<<比較表なし>> 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は防水壁

及び水密扉の設計方針

及び構造成立性の見通

しについて示している 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は荷揚場

にある設備等の漂流評

価のため，遡上域の範囲

及び流速について示し

ている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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１７ 津波の流況を踏まえた漂流物の津波防護施設等及び取水口

への到達可能性評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 地震後の防波堤の津波による影響評価について 

 

 

て 

 

 

34. 水位変動・流向ベクトルについて 

 

 

 

 

 

35. 荷揚場作業に係る車両・資機材の漂流物評価について 

 

 

 

 

36. 津波の流況を踏まえた漂流物の津波防護施設等及び取水口

への到達可能性評価について 

 

 

 

 

 

37. 津波発生時の運用対応について 

 

 

 

 

38. 地震後の荷揚場の津波による影響評価について 

 

 

 

39．防波壁通路防波扉及び１号放水連絡通路防波扉の設計及び運

用対応について 

 

 

 

島根２号炉は海水ポ

ンプの長尺化による影

響評価を実施 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，水位変動・流向ベク

トルについて，別添

1-2.5に記載 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は荷揚場

作業における車両・資機

材が漂流物評価を実施。 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は津波の

流況を踏まえた漂流物

の津波防護施設等及び

取水口への到達可能性

評価を実施 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は津波発

生時の全体的な対応を

本資料に記載 

・対象施設の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は荷揚場

について記載している 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は防波扉

の設計及び運用管理に

ついて示している 
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（参考資料） 

－1柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について 

－2柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉内部溢水の影響評価につ

いて（別添資料1第9章） 

－3柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉内部溢水の影響評価につ

いて（別添資料1第10章） 

 

（参考資料） 

－１ 島根原子力発電所における津波評価について 

－２ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別

添資料１第 9章） 

－３ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別

添資料１第 10章） 

－４ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別

添資料 1補足説明資料 30） 

－５ 津波防護上の地山範囲における地質調査 柱状図及びコア

写真集（第 762回審査会合 机上配布資料，第 802回審査会

合 机上配布資料，第 841回審査会合 机上配布資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は基準津

波の策定及び内部溢水

影響評価の関連図書を

参考資料として追加 

 

 

・設計条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は防波壁

端部の地山評価が必要

なため資料追加 
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2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

(1)浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては，浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。

以下，2.4において同じ。）を内包する建屋及び区画としては，原

子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，

及び燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する

区画がある。また，各建屋内の設計基準対象施設の津波防護対象

設備の配置は添付資料1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護) 

(1)浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては,浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(津波防護施設,浸水防止

設備,津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋

及び区画としては,原子炉建屋,タービン建屋,制御建屋,海水ポン

プ室補機ポンプエリア,軽油タンクエリア,復水貯蔵タンク,トレ

ンチ,排気筒及び排気筒連絡ダクトがある。また,各建屋内の設計

基準対象施設の津波防護対象設備の配置は添付資料２に示すとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋及び区画は，原

子炉建屋，制御建屋，海水ポンプ室補機ポンプエリア，軽油タン

クエリア，復水貯蔵タンク，トレンチ，排気筒及び排気筒連絡ダ

クトであるため，これらを浸水防護重点化範囲として設定する。 

 

 

 

 

 

 

2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては，浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。

以下，2.4 において同じ。）を内包する建物及び区画としては，原

子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，取水槽

海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダク

ト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排

気筒，タービン建物～放水槽)並びに非常用ディーゼル燃料設備及

び排気筒を敷設するエリアがある。また，タービン建物について

は，復水器を設置するエリアから耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリアへの浸水対策として，復水器エリア防水壁等を設置し，タ

ービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）とタービン

建物（復水器を設置するエリア）に区画する。各建物内の設計基

準対象施設の津波防護対象設備の配置は添付資料１に示すとおり

である。 

 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画は，原

子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），制御

室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽海水ポ

ンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダクト（デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気筒，

タービン建物～放水槽)並びに非常用ディーゼル燃料設備及び排

気筒を敷設するエリアであるため，これらを浸水防護重点化範囲

として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・浸水防護重点化範囲の

設定に係る記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は耐震Ｓ

クラスの設備を内包す

る建物及び区画を浸水

防護重点化範囲として

設定 

・設備の設置状況の相違 

【女川２】 
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以上を踏まえ，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画について，第2.4-1図に概略，第2.4-2図に詳細を

示すとおり浸水防護重点化範囲として設定した。 

 

 

 

 

本項において使用する区画の名称と略号を添付資料11に示す。 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，工事計画認可

の段階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-1 に概略，図 2.4-2～図 2.4-5 に浸水防護重点化範囲を

示す。 

 

 

 

 

 

なお,位置が確定していない設備等に対しては,工事計画認可の

段階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-1 表，第 2.4-1 図，第 2.4-2 図に浸水防護重点化範囲を

示す。また，タービン建物地下 1 階の復水器エリア防水壁と耐震

Ｓクラスの設備の位置関係を第 2.4-3図に示す。 

 

 

 

 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，詳細設計段階

で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 はタービン

建物内に非常用海水系

ポンプがあるため区画

等を整理 
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第2.4-1図 浸水防護重点化範囲概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.4-1 ２号炉 浸水防護重点化範囲 

 

 

 

 

第2.4-1表 浸水防護重点化範囲 

 

 

 

 

第 2.4-1 図 浸水防護重点化範囲概略図 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画 周辺敷地高さ 

・タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリア 

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） 

・屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

・A,H-非常用ディーゼル燃料設備及び排気筒を敷設するエリア 

EL8.5m 

・原子炉建物 

・制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物） 

・B-非常用ディーゼル燃料設備を敷設するエリア 

EL15.0m 

 

浸水防護重点化範囲

取水槽海水ポンプエリア，
取水槽循環水ポンプエリア

原子炉建物

制御室建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）B-非常用ディーゼル
燃料設備

A,H-非常用ディーゼル
燃料設備

排気筒

屋外配管ダクト
(タービン建物～排気筒)

屋外配管ダクト（ディーゼ
ル燃料貯蔵タンク～原子
炉建物）

屋外配管ダクト
(タービン建物
～放水槽）

タービン建物（耐震Ｓクラス
の設備を設置するエリア）
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第2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲詳細図（横断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-2 2号炉 建屋・復水貯蔵タンク・軽油タンクエリア断面

図及び浸水防護重点化範囲（南北方向） 

 

図 2.4-3 ２号炉 建屋断面図及び浸水防護重点化範囲（東西方向） 

 

図 2.4-4 ２号炉 建屋・海水ポンプ室補機ポンプエリア・排気筒断

面図及び浸水防護重点化範囲（東西方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲（平面図）（１／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL1.6m 

タービン建物 EL2.6m 

原子炉建物 EL1.3m 廃棄物処理建物 EL3.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL8.8m 

原子炉建物 EL8.8m 廃棄物処理建物 EL8.8m 

タービン建物 EL5.5m 
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第2.4-2-2図 浸水防護重点化範囲詳細図（6号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-5 ２号炉 海水ポンプ室補機ポンプエリア及び補機冷却系

トレンチの浸水防護重点化範囲（平面図）及びトレンチ断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲（平面図）（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL16.9m 

制御室建物 EL12.8m 

タービン建物 EL12.5m 

原子炉建物 EL15.3m 
廃棄物処理建物 EL15.3m 

廃棄物処理建物 EL12.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL20.6m 

原子炉建物 EL23.8m 廃棄物処理建物 EL22.1m 
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第2.4-2-2図 浸水防護重点化範囲詳細図（6号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲（平面図）（３／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.4-2-3図 浸水防護重点化範囲詳細図（7号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲（平面図）（４／４） 

 

 

 

第 2.4-2-2図 浸水防護重点化範囲（断面図） 

 

 

 

第 2.4-3図 タービン建物地下 1階の復水器エリア防水壁等の浸

水防止説備と耐震Ｓクラスの設備の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

廃棄物処理建物地下 2階 

U 

U 

U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 

タービン建物地下 1階 

原子炉建物地下 2階 

U U U U 

U 

U 

U U 

U 

U 
U 

凡例 

      ：浸水防護重点範囲 

：復水器エリア防水壁 

：水密扉  

：貫通部止水処置実施箇所 

床ドレン逆止弁は浸水防護重点範囲の境界となる床面に設置 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系配管 

      ：非常用ガス処理系配管 

      ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

      ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

    （点線部は埋設を示す） 

  Ｕ   ：上階へ 

      

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

U U 

U 

耐震Ｓクラス 

 の設備 

浸水防止設備 
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第2.4-2-3図 浸水防護重点化範囲詳細図（7号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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 (2)浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範

囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）

を特定し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震

による溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実

施する。 

 

●地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建屋

における地震時の地下水排水設備の停止を想定した場合の地下

水の流入等の事象を考慮する。 

●地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷に

よる敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

●循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力

津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。

また，サイフォン現象も考慮する。 

 

●機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水におけ

る溢水事象想定を考慮して算定する。 

●地下水の流入量は，対象建屋周辺の地下水排水設備による排水

量の実績値に基づき，安全側の仮定条件で算定する。また，地

震時の地下水の流入が浸水防護重点化析囲へ与える影郷につい

て評価する。 

●施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部か

らの溢水も考慮する。 

(2)浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲,浸水量の安全側の想定に基づき,浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のある経路,浸水口(扉,開口部,貫通口等)を特

定し,それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量については,地震に

よる溢水の影響も含めて,以下の方針により安全側の想定を実施

する。 

 

a.地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水,下位クラス建屋に

おける地震時のドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事

象を考慮する。 

b.地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷

による敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

c.循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については,入力津

波の時刻歴波形に基づき,津波の繰り返し襲来を考慮する。 

 

 

d.機器・配管等の損傷による溢水量については,内部溢水における

溢水事象想定を考慮して算定する。 

e.地下水については,地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

 

 

f.施設・設備施工上生じうる隙間部等がある場合には,当該部から

の溢水も考慮する。 

2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範

囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）

を特定し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震

による溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実

施する。 

 

・地震・津波による建物内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建物内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建物

における地震時の地下水排水ポンプの停止による地下水の流入

等の事象を考慮する。 

・地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷に

よる敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

・循環水系機器・配管等の損傷による津波浸水量については，入

力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。

また，サイフォン効果も考慮する。 

 

・機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水におけ

る溢水事象想定を考慮して算定する。 

・地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

 

 

・施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部か

らの溢水も考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 
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【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建屋及び区画が設置された敷地への津波の地上部か

らの到達・流入に対する外郭防護は，敷地高さにより達成してお

り，また，取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護

は，浸水防止設備を設置することにより実現している。これより，

津波単独事象に対しては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性

のある経路は存在しない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」につ

いて，6号及び7号炉に対して「地震による溢水」を具体化すると

次の各事象が挙げられる。これらの概念図を第2.4-3図に示す。 

 

 

 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

地震に起因するタービン建屋内の復水器を設置するエリアに敷

設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷に

より，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水庭から

循環水配管に流れ込み※1，循環水配管の損傷箇所を介して，タービ

ン建屋内の復水器を設置するエリアに流入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画,重要な安全機能を有する屋外設備である海水ポンプ室につい

ては,基準津波に対して津波防護施設及び浸水防止設備を設置し,

敷地への浸水を防止することで,外郭防護を達成しており,津波単

独事象によって浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路

は存在しない。 

 

一方,【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」として,

以下①,②の事象が考えられる。これらの概念図を図2.4-6に示す。 

 

 

 

 

①屋内の溢水 

a.タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

地震に起因するタービン建屋内の循環水系配管伸縮継手の破損

により,津波が循環水系配管に流れ込み,循環水系配管の損傷箇所

を介してタービン建屋内に流入することが考えられる。 

 

 

 

 

このため,タービン建屋内に流入した津波により,タービン建屋

内に隣接する浸水防護重点化範囲(原子炉建屋,制御建屋)への影

響を評価する。 

 

 

 

b.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及

びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室内のタ

ービン補機冷却海水系配管を設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建物及び区画が設置された敷地への津波の地上部か

らの到達・流入に対する外郭防護及び取水路，放水路等の経路か

らの流入に対する外郭防護は，津波防護施設，浸水防止設備を設

置することにより実現している。これより，津波単独事象に対し

ては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路は存在し

ない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」につい

て，２号炉に対して「地震による溢水」を具体化すると次の各事

象が挙げられる。これらの概念図を第 2.4-4-1図に示す。 

 

 

(1) 地震による溢水の影響を含めた浸水防護重点化範囲への影響

について 

a.タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷

設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス（浸水防止機

能を除く）の機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水槽及び放水槽から循環水配管等に流れ込み※１，

その損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置するエリア）

に流入することが考えられる。 

 

このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に流入し

た津波により，隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，ター

ビン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循

環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

 

 

 b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）にお

ける溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流入し

た津波に対して評価す

る浸水防護重点化範囲

を記載 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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地震に起因するタービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリ

アに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の

損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水

庭から循環水配管に流れ込み※1，循環水配管の損傷箇所を介して，

タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに流入する。 

 

 

 

※1：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながっており，

6号及び7号炉の取水口前面及び放水口前面の水位の高い方から，

循環水配管の損傷箇所との水頭差により海水が流入する。（第

2.4-3-2図） 

 

 

 

 

③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

地震に起因するタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリ

アに敷設するタービン補機冷却海水配管及び低耐震クラス機器の

損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が補機取水槽から

タービン補機冷却海水配管に流れ込み，タービン補機冷却海水配

管の損傷箇所を介して，タービン建屋内のタービン補機冷却水系

熱交換器を設置するエリアに流入する。 

なお，低耐震クラス機器であるタービン補機冷却海水ポンプ及

び同ポンプと同一エリア（非常用海水冷却系を設置するエリア）

に敷設されているタービン補機冷却海水配管は基準地震動Ssに対

する健全性を確認しているため，地震による損傷はないものとし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

地震に起因するタービン建屋及びタービン補機冷却海水系配管

を敷設する補機冷却系トレンチ内のタービン補機冷却海水系配管

の破損により,津波がタービン補機冷却海水系配管の損傷箇所を

介してタービン建屋及びタービン補機冷却海水系配管を敷設する

補機冷却系トレンチ内に流入することが考えられる。 

 

 

このため,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系

トレンチ及びタービン建屋内に流入した津波により,タービン建

屋内に隣接する浸水防護重点化範囲(原子炉建屋,制御建屋及び海

水ポンプ室補機ポンプエリア)への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②屋外の溢水 

a.海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因する海水ポンプ室循環水ポンプエリアの循環水系配

管伸縮継手の破損により,津波が循環水系配管に流れ込み,循環水

系配管伸縮継手の損傷箇所を介して,海水ポンプ室循環水ポンプ

エリア内に流入することが考えられる。 

 

地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア）に敷設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラス

の機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波

が取水槽及び放水槽からタービン補機海水系配管等に流れ込み※

１，その損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）に流入することが考えられる。 

 

このため，浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア））への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配

管伸縮継手の破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循

環水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，取水槽循環水

ポンプエリアに流入することが考えられる。 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流入し

た津波に対して評価す

る浸水防護重点化範囲

を記載 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ター

ビン補機冷却系熱交換

器を設置するエリアは

タービン建物(耐震Ｓク

ラスの設備を設置する

エリア)にあり，b.に含

まれる 
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④屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラス機器である屋外タンク等

が損傷し，保有水が敷地内に流出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポン

プエリア)への影響を評価する。 

 

 

b.海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

 

地震に起因する海水ポンプ室補機ポンプエリアに設置するター

ビン補機冷却海水系の低耐震クラス機器及び配管の破損により,

津波が補機ポンプエリアのタービン補機冷却海水ポンプ室に流入

することが考えられる。 

 

 

このため,隣接する浸水防護重点化範囲(補機ポンプエリアの原

子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポ

ンプ室)への影響を評価する. 

 

 

 

 

 

 

 

c.屋外タンク等による屋外における溢水 

地震に起因して敷地内の低耐震クラスである屋外タンクが損傷

し,保有水が敷地内に流出することが考えられる。 

このため,浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

また,プラント通常運転時,補機冷却海水系ポンプで送水され補

機冷却水系熱交換器で熱交換した海水は補機冷却海水系放水路に

放出され,補機放水立坑に流れ込むが,津波襲来時は2号炉補機冷

却海水系放水路に設置される逆流防止設備が閉動作し,補機冷却

海水系放水路と補機放水立坑が隔離され,放水できなくなった海

水が補機冷却海水系放水路から敷地に溢水することから影響を評

価する。 

 

 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽循環水ポンプエリア）

への影響を評価する。 

 

 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 

地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン

補機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽海水ポンプエリア

に流入することが考えられる。 

 

 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽海水ポンプエリア）へ

の影響を評価する。  

 

 

※１：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながってお

り，２号炉の取水槽及び放水槽の水位が高い方から，循環水

配管等の損傷箇所との水頭差により海水が流入する。（第

2.4-4-2図） 

 

 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラスの機器である屋外タンク

等が損傷し，保有水が敷地内に流出することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【女川２】 

島根２号炉は放水経

路を閉塞させる津波防

護対策を実施していな

い 
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⑤建屋外周地下部における地下水位の上昇 

建屋周辺の地下水は建屋周囲四隅に設けたサブドレンピットに

集水され,地下水排水設備により排出されている。地震により排水

設備が停止することを想定した場合，建屋周辺の地下水位が上昇

する。 

 

 

 

 

第2.4-3-1図 地震による溢水の概念図 

 

 

 

 

第2.4-3-2図 地震による溢水の概念図 

 

 

 

 

 

d.建屋外周地下部における地下水位の上昇 

地震に起因する地下水を排出するための排水設備(揚水ポンプ)

が停止し,地下水位が上昇することが考えられる。 

このため,浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

図2.4-6 地震による溢水の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

地震により地下水を排出するための排水設備（地下水排水ポン

プ）が停止し，建物周辺の地下水位が上昇することが考えられる。 

 このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-4-1図 地震による溢水の概念図（低耐震クラスの機器及

び配管の損傷） 

 

 

第2.4-4-2図 地震による溢水の概念図 

（海域に接続する低耐震クラスの機器及び配管の経路概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物
タービン建物

屋外タンク

RSWP TSWP
CSWP

取水槽
循環水ポンプエリア海水ポンプエリア

地下水排水ピット

タービン建物（復水器を設置するエリア）
タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）

a.タービン建物（復水器を設
置するエリア）における溢水

b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備
を設置するエリア）における溢水

c.取水槽循環水ポンプ
エリアにおける溢水

d.取水槽海水ポンプエ
リアにおける溢水

f.建物外周地下部

における地下水の

e.屋外タンク等による
屋外における溢水

RSW配管（放水
配管）

TSW配管TSW配管TSW配管

 

 

Rw/Bより

放水路へ

ＣＳＷ－Ｐ

復水器

取水槽

タービン建物

放水槽

ＴＳＷ熱交換器

取水槽循環水
ポンプエリア

取水槽海水
ポンプエリア

取水路より

除じんＰ
除じん機へ

除じん機
エリア

ＴＳＷ－ＰR/Bより

：液体廃棄物処理系配管

：タービン補機海水系配管

：循環水系配管

：除じん系配管

：原子炉補機海水系配管（放水配管）
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以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津

波襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による

溢水」への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内

で，同時に起こり得る溢水事象）としては，①～③が挙げられ，

これらの各事象について，浸水防護重点化範囲への影響を以下に

評価した。 

 

なお，上記の「地震による溢水」のうち④，⑤については，こ

れらによる影響に対して「設置許可基準規則第9条（溢水による損

傷の防止等）」への適合のために評価及び対策を行うこととして

おり，その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事

象となっている。本内容については，同条に対する適合性（参考

資料3）において説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波

襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」

への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内で，同

時に起こり得る溢水事象）としては，①－a,①－b，②－a,②－b,

が挙げられることから，これらの各事象について，浸水防護重点

化範囲への影響を以下に評価した。 

 

上記の「地震による溢水」のうち，②－c,②－dについては，こ

れらによる影響に対して「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」への適合のための評価及び対策を行うこととして

おり，その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事象

となっている。本内容については，同条に対する適合性において

説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。 

 

 

また，①－a,②－cについては，「設置許可基準規則第９条（溢

水による損傷の防止等）」への適合のための評価に加え，「津波に

よる溢水」に該当する事象が考えられることから，これらの各事

象について，浸水防護重点化範囲への影響を評価した。 

 

 

 

 

 

 

なお，①－a,①－b,②－a,②－b,については，「地震による溢水」

に対する対策として，低耐震クラス機器における耐震性を確保す

る方針であることから，その設計及び運用について添付資料27に

整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波

襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」

への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内で，同

時に起こり得る溢水事象）としては， a.，b.，c.，d.が挙げられ

ることから，これらの各事象について，浸水防護重点化範囲への

影響を以下に評価した。 

 

上記の「地震による溢水」のうち e.，f.については，これらに

よる影響に対して「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の

防止等）」への適合のために評価及び対策を行うこととしており，

その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事象となっ

ている。本内容については，同条に対する適合性（参考資料２第

９章，参考資料３第 10章，参考資料４補足説明資料 30）において

説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，「b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリ

ア）における溢水」，「c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢

水」，d.「取水槽海水ポンプエリアにおける溢水」は，それらの区

画が耐震Ｓクラスの設備を設置する浸水防護重点化範囲であるこ

とから，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下において

海水が流入する事象）を生じさせない対策（低耐震クラスの機器

及び配管への津波流入防止対策（添付資料 27参照））を踏まえ，

浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，後述の

とおり防護重点化範囲

への津波の流入はなく，

「設置許可基準規則第

９条（溢水による損傷の

防止等）」と同様な評価

となる 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は浸水防

護重点化範囲内に海域

と接続する低耐震クラ

スの機器及び配管を設

置することから，それら

の対策について記載 
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a.浸水量評価 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」第9章9.1において「タービン建屋（循環水ポンプエリ

ア及び海水熱交換器エリアを除く。）における溢水」として説明

している。評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料12に

抜粋して示す。 

 

 

 

 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-1表及び第2.4-4図のとおりとなる。（それぞれ

「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.1.2-9表及び第9.1.2-2図

より転載） 

 

第2.4-1表 浸水水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響評価 

各事象に対する影響評価結果を以下に示す。 

①－a タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける

溢水 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)において

「タービン建屋からの溢水影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。 

 

 

 

 

 

添付資料9に示されるとおり,本事象による浸水水位は表2.4-1

のとおりとなる(「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止

等)」に対する適合性(第9章9.1)表9-1より転載)。 

 

 

表2.4-1浸水水位(復水器室共通エリア) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 浸水量評価 

 

a.タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料２第９章

9.1）において「復水機エリアにおける溢水」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10に抜粋して示

す。 

 

 

 

 

 

添付資料 10に示すとおり，本事象による浸水水位は第 2.4-5図

のとおりとなる(「設置許可基準規則第９条(溢水による損傷の防

止等)」に対する適合性(第９章 9.1)表 9-12 より転載)。また，浸

水イメージは第 2.4-6 図のとおりとなる。 

 

 

 

第 2.4-5図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における

地震起因による溢水評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 
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第2.4-4図 浸水イメージ（6号炉の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,津波による溢水に対しては,「設置許可基準規則第9条(溢

水による損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)における「タ

ービン建屋からの溢水影響評価」の結果から,循環水系に今回追加

設置するインターロック(原子炉スクラム及びタービン建屋復水

器室の漏えい信号で作動)により,津波襲来前にタービン建屋内の

復水器水室出入口弁の全閉により自動隔離することから,津波は

 

 

 

（平面図） 

 

（断面図） 

 

第 2.4-6図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における

浸水イメージ 

 

 

また，津波による溢水に対しては，「設置許可基準規則第９条（溢

水による損傷の防止等）」に対する適合性（第９章 9.1）における

「復水器エリアにおける溢水」の結果から，循環水系に追加設置

するインターロック（地震大及びタービン建物の漏えい信号で作

動）により，津波襲来前に循環水ポンプの出口弁及び復水器水室

出口弁の全閉により自動隔離することから，津波はタービン建物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原子炉建物 EL+1,300 廃棄物処理建物 EL+3,000 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

凡例 

   ：浸水範囲 

   ：復水器エリア防水壁 

   ：貫通部止水処置 

   ：水密扉 
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なお，第2.4-1表に示した浸水水位は基準津波による6号及び7号

炉の取水口前面及び放水口前面の水位を入力条件として評価した

結果であるが、入力津波による同水位を入力条件とした場合でも

同程度の浸水水位となることを添付資料13にて確認している。 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン建屋内に浸水しない。これにより,隣接する浸水防護重点

化範囲(原子炉建屋,制御建屋)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－b  タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレ

ンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポ

ンプ室内のタービン補機冷却海水系配管を設置するエリ

アにおける溢水 

地震に起因し,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷

却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・

ポンプ室の低耐震クラスであるタービン補機冷却海水系配管の破

損により,津波が損傷箇所を介して,タービン補機冷却海水系配管

を敷設する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷

却水系熱交換器・ポンプ室内に流入することを防止するため,以下

に示すタービン補機冷却海水系にタービン補機冷却海水ポンプを

隔離する新たなインターロック(原子炉スクラム及びタービン補

機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又

（復水器を設置するエリア）に浸水しない。また，当該弁は津波

襲来前に閉止しているため，津波による荷重が作用することから，

津波時にも閉止状態を保持できる設計とし，評価方法等について

は，詳細設計段階で説明する。当該設備の設置位置概要を第 2.4-7

図に示す。これにより，隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建

物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び

取水槽循環水ポンプエリア）へ津波は浸水しない。 

 

第 2.4-7図 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の設置位

置概要 

 

 

 

 

 

 

 

  b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）にお

ける溢水 

 

 

 地震に起因し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア）の低耐震クラスの配管であるタービン補機海水系配管，

原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水

系配管（放水配管），液体廃棄物処理系配管の破損により，津波

が損傷箇所を介してタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）に流入することを防止するため，以下の対策を実施す

る。対策の詳細は添付資料27に示す。 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海

水系配管（放水配管）の基準地震動Ssによる地震力に対してバ

・記載の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，設計方

針等を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では入力

津波を条件として評価

を実施している 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」2.2 において「タービン建屋循環水ポンプエリアにお

ける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的

な内容を添付資料12に抜粋して示す。 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-2表及び第2.4-5図のとおりとなる。（それぞれ

「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.2.2-2表及び第9.2.2-2図

より転載） 

 

第2.4-2表 浸水水位 

 

 

第2.4-5図 浸水イメージ（6号炉の例） 

は原子炉スクラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室の漏えい信号で作動)を追加する。 

 

 

 

 

 

 

なお,本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則

第9条(溢水よる損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)におい

て「タービン建物からの溢水影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。添付資料9に示されるとおり,本事象による浸水水位は表2.4-2

のとおりとなる(「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止

等)」に対する適合性(第9章9.1)表9-2より転載) 

 

 

 

第2.4-2表 浸水水位(タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウンダリ機能保持 

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系配管への逆止弁設

置 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」に該当する事象

（津波襲来下において海水が流入する事象）は生じない。 

また，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

に設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について，添付

資料28に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉のタービ

ン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置する区画）

は，浸水防護重点化範囲

であり，境界における対

策は配管等への流入防

止対策となることから，

溢水水位を記載してい

ない 
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a.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ

及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室内の

地震時漏水評価について 

女川2号炉のタービン補機冷却海水系は低耐震クラスであるが,

屋外機器・配管(海水ポンプ室補機ポンプエリア)については,基準

地震動Ssに対する耐震性を確保する設計としている。 

一方,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレ

ンチ及びタービン建屋内のタービン補機冷却海水系配管は,低耐

震クラスのため基準地震動Ssによりタービン補機冷却海水系配管

破断後,タービン補機冷却海水ポンプが運転状態を維持した場合,

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及び

タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室へ溢水が継続する。ま

た,津波襲来に伴って損傷箇所より津波が浸水する。これらを防止

するために,タービン補機冷却海水ポンプからの送水と津波によ

る浸水を遮断する対応が必要となる(図2.4-7参照)。 

(a)基準地震動Ssが発生し,タービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系

熱交換器・ポンプ室内タービン補機冷却海水系配管が損傷 

(b)溢水した海水は,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補

機冷却系トレンチ内及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交

換器・ポンプ室に貯留 

(c)タービン補機冷却海水ポンプについては,基準地震動Ssに対

する耐震性を確保することから通常運転状態が継続されるものと

して評価 

(d)タービン補機冷却海水ポンプの運転継続により,タービン補

機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ内及びタービン

建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室で溢水水位が上昇 

(e)津波襲来に伴って配管損傷箇所より津波が浸水 
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図2.4-7 タービン補機冷却海水系配管の地震時溢水（イメージ） 

 

 

b.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及

びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室からの

溢水防止対策の検討 

(a)運転員の手動操作による対応 

運転員の手動操作によるポンプ停止(吐出弁は連動して「閉」動

作)対応が可能であるが,基準地震動Ss発生直後の状況下(スクラ

ム対応中の状況)において,確実に運転操作を実施することは困難

と考えられることから,自動化(インターロック)による対応が必

要と判断した。 

(b)自動化(インターロック追加)による対応 

タービン補機冷却海水系に以下の対策を実施する。 

①タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ

及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室に漏えい検知器を

設置 

②漏えい検知によるタービン補機冷却海水ポンプのトリップイ

ンターロック追加 

③漏えい検知によるタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁の「全

閉」インターロツク追加 

④上記に関する電源系の強化(非常用電源への接続) 

 

c.タービン補機冷却海水系に追加するインターロックについて 

追加するインターロックは以下のとおり設定する(図2.4-8参

照)。 
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(a)基準地震動Ss発生により,タービン補機冷却海水系配管が破

断し,溢水開始 

(b)タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレン

チ及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室で漏えいを検知

し,タービン補機冷却海水ポンプトリップ及びタービン補機冷却

海水ポンプ吐出弁の自動「全閉」 

(c)タービン補機冷却海水ポンプトリップは,誤動作を防止する

観点から,「原子炉スクラム信号」とのand条件を設定 

 

第2.4-8図 タービン補機冷却海水系配管溢水対策インターロ

ックロジック概要 

 

d.溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプの隔離までの時間

について 

基準地震動Ssにより,タービン補機冷却海水系配管を敷設する

補機冷却系トレンチ内若しくは,タービン建屋タービン補機冷却

水系熱交換器・ポンプ室内のタービン補機冷却海水系配管が破断

し,漏えい検出器で浴水を検知後,タービン補機冷却海水ポンプの

停止と吐出弁の全閉による隔離が完了するまでの時間を確認し

た。 

(a)漏えい検知器の設定値について 

漏えい検知器の設定値は以下のとおり(漏えい検知器概略図を

図2.4-9に示す。)。 

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ
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は,基準床面(0.P.-8100)から90㎜以下の高さで漏えい検知が可能

なように設置する。 

タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室は,基準

床面(0.P.-200)から90㎜以下の高さで漏えい検知が可能なように

設置する。 

具体的には,漏えい検知器の精度(今回設置する電極式レベルス

イッチでは,±10㎜)を考慮し,それぞれの基準床面から80mm以下

の高さに設置する。なお,漏えい検知器の設定値は,暫定値である

ため今後変更もありえる。 

 

 
第2.4-9図 漏えい検知器概略図 

 

(b)評価に必要となる前提条件の整理 

表2.4-3表及び表2.4-4表に漏えい検知までの時間算出に必要と

なる諸条件を示す。 

 

第2.4-3表 諸条件（ポンプ吐出流量） 

 

 

第2.4-4表 床面積 
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(c)漏えい検知までの時間 

i.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ 

タービン補機冷却海水系配管からの漏えい水により,漏えい検

知器の設定高さ(床上+90㎜)で検知するまでに必要な時間は次の

とおり。 

①漏えい検知に必要な溢水量 

床 面 積 (m2) × 漏 え い 検 知 器 の 設 定 高 さ

(m)=116.6×90÷1000=10.5(m3) 

②漏えい検知までの時間 

漏えい検知に必要な溢水量①÷(漏えい流量(m3/min)－排水流

量(m3/min)) 

=10.5÷(75-0.17)=0.141(min)=O.141×60(sec)=8.46(sec) 

=9(sec)(小数第1位以下切上げ) 

 

③溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプ隔離(ポンプ停止,

吐出弁全閉)までの時間 

タービン補機冷却海水ポンプ及び吐出弁は,漏えい検知後にタ

ービン補機冷却海水ポンプ隔離動作(ポンプ停止,吐出弁閉)を開

始する。ポンプは30(sec)後に停止,吐出弁もほぼ同時に30(sec)後

に全閉となる。 

 

漏えい検知までの時間②9(sec)+ポンプ停止及び吐出弁「全閉」

30(sec)=39(sec) 

 

よって,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系ト

レンチ内においてタービン補機冷却海水系配管破断により温水を

検知した場合,溢水発生から39secでタービン補機冷却海水ポンプ

の隔歳が完了する。 

 

ⅱ.タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン補機冷却海水系配管からの漏えい水により,漏えい検

知器の設定高さ(床上＋90㎜)で検知するまでに必要な時間は次の

とおり。 

①漏えい検知に必要な溢水量 

床 面 積 (m2)× 漏 え い 検 知 器 の 設 定 高 さ

(m)=410.9×90÷1000=37.0(m) 

②漏えい検知までの時間 

漏えい検知に必要な溢水量①÷(漏えい流量(m3/min)－排水流

量(m3/min)) 

=37.0÷(75-0.17)=O.495(min)=0.495×60(sec)=29.7(sec) 

=30(sec)(小数第1位以下切上げ) 

③溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプ隔離(ポンプ停止,

吐出弁全閉)までの時間 

タービン補機冷却海水ポンプ及び吐出弁は,漏えい検知後瞬時

にタービン補機冷却海水ポンプ隔離動作(ポンプ停止,吐出弁閉)

を開始する。ポンプは30(sec)後に停止,吐出弁もほぼ同時に

30(sec)後に全閉となる。 

漏えい検知までの時間②30(sec)+ポンプ停止及び吐出弁「全閉」

30(sec)=60(sec) 

 

よって,タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室

内においてタービン補機冷却海水系配管破断により漏えいを検知

した場合,溢水発生から60(sec)でタービン補機冷却海水ポンプの

隔離が完了する。 

 

e.津波襲来による影響 

基準津波が2号炉取水口前面に到達する時間は,図2.4-10に示す

とおり地震発生から約42分後である。 

一方,基準地震動Ssによりタービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ内又はタービン建屋タービン補機冷却水

系熱交換器・ポンプ室内のいずれかでタービン補機冷却海水系配

管が破断した場合において,溢水発生からタービン補機冷却海水

ポンプの隔離完了までに必要な時間は最長でも1分程度であり,津

波の浸水経路となる可能性のあるタービン補機冷却海水系配管破

断箇所は隔離可能であることを確認した(図2.4-ll参照)。 
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③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」2.2 において「タービン建屋海水熱交換器エリアにお

ける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的

な内容を添付資料12に抜粋して示す。 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-3表及び第2.4-6図のとおりとなる。（それぞれ

  

図2.4-10 ２号炉取水口前面の時刻歴波形 

（基準津波（水位上昇側），防波堤あり，現地形） 

 

図2.4-11 タービン補機冷却海水系における対策内容 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ター

ビン補機冷却系熱交換

器を設置するエリア等

はタービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置す

るエリア）にあり，b.

に含まれる 
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「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.3.2-1表及び第9.3.2-1図

より転載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.4-3表 浸水水位 

 

＜脚注＞ 

(1)：地震発生～タービン補機冷却海水ポンプ停止までの溢水量 

(2)：タービン補機冷却海水ポンプ停止～破損箇所隔離までの溢水量 

(3)：耐震BCクラス機器の保有水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第2.4-6図 浸水イメージ（7号炉の例） 

 

なお，本溢水における浸水想定範囲であるタービン補機冷却水

系熱交換器を設置するエリアは，浸水水位が地下1階床面 

(T.M.S.L +3.5m)以上となると，溢水が滞留する範囲がダクトシャ

フト，階段室及びパイプスペースのみに限定されるため，水位が

上昇し易く，浸水水位が海水位と同程度となると想定されること

から，当該エリアでの漏えいを検知し，津波が到達するまでに破

損想定箇所と海を隔離するインターロックを設置することで浸水

水位を地下1階床面未満に抑制する設計とする 
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②-a 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し,海水ポンプ室循環水ポンプエリアの低耐震クラ

スである循環水系配管伸縮継手の破損により,津波が循環水系配

管伸縮継手の損傷箇所を介して,海水ポンプ室循環水ポンプエリ

ア内に流入することを防止するため,図2.4-12及び図2.4-13に示

す範囲について,基準地震動Ssによる地震力に対して機器及び配

管の耐震性評価を実施し,バウンダリ機能を維持する。 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

第2.4-12図 2号炉海水ポンプ室循環水ポンプエリアからの溢

水（平面図） 

 

第2.4-13図 ２号炉海水ポンプ室循環水ポンプエリアからの溢

水（断面図） 

 

 

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 地震に起因し，取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配

管伸縮継手の破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，津波がその損傷箇所を介して，取水槽循環水ポンプエリア内

に流入することを防止するため，以下の対策を実施する。対策の

詳細は添付資料 27に示す。 

・循環水系の機器及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対して

バウンダリ機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下に

おいて海水が流入する事象）に該当する事象は生じない。 

また，取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設

備に対する浸水影響について，添付資料 28に示す。 
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②-b 海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し,海水ポンプ室補機ポンプエリアの低耐震クラス

であるタービン補機冷却海水系の機器及び配管の破損により,津

波が海水ポンプ室補機ポンプエリア内に流入することを防止する

ため,図2.4-14及び図2.4-15に示す範囲について,基準地震動Ssに

よる地震力に対して機器及び配管の耐震性評価を実施し,バウン

ダリ機能を維持する。 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4-14 2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリアからの溢水（平面

図） 

 

図2.4-15 2号炉海水ポンプ室補機ポンブエリアからの溢水(断

面図) 

 

 

 

 

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し，取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補

機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，

津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することを防止するため，

以下の対策を実施する。対策の詳細は添付資料 27に示す。 

・タービン補機海水系，除じん系の機器及び配管の基準地震動

Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持 

 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下に

おいて海水が流入する事象）に該当する事象は生じない。 
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④屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第9条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料3第10章

10.1及び10.2）において「屋外タンクの溢水」及び「淡水貯水池

の溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な

内容を添付資料12に抜粋して示す。 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による溢水については，

溢水源として屋外に設置されたタンク・貯槽類及び淡水貯水池を

挙げた上で，これらからの溢水による浸水深はNo.3及びNo.4純水

タンク（容量各2，000kL）並びにNo.3及びNo.4ろ過水タンク（容

量各1，000kL）が同時に損傷する際の浸水深に包含されるとし，

その浸水深を最大でも地表面上1.5m（T.M.S.L.＋13.5m）程度と評

価している。 

本事象による溢水伝播挙動のイメージ及び浸水深の時刻歴を第

2.4-7図及び第2.4-8図に示す。（それぞれ参考資料3第10.1.1-2図

及び第10.1.1-3図より転載の上，一部，青字で補足を追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－c 屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)において「屋

外タンクからの溢水影響評価」として説明している。評価条件,評

価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示す。 

 

 

添付資料9に示されるとおり,本事象による溢水については,溢

水源として屋外に設置されたタンク・貯槽類を挙げた上で,基準地

震動Ssによる地震力に対して耐震性が確保されないタンクについ

て,複数同時破損を想定した溢水影響評価を実施した。 

その結果,屋外タンクの破損により生じる溢水が,溢水による防

護対象設備の設置されている原子炉建屋,制御建屋,海水ポンプ室

及び復水貯蔵タンクエリアに影響を及ぼさないことを確認した。

本事象による浸水水位は表2.4-5のとおりとなる(「設置許可基準

規則第9条(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)表

13-2より転載)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10.1）

において「屋外タンクの溢水による影響」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10に抜粋して示

す。 

 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による溢水については，

溢水源として屋外に設置されたタンク等を挙げた上で，溢水防護

区画への影響評価を実施した結果，原子炉建物や廃棄物処理建物

の各扉付近の開口部の下端高さが溢水水位より高い位置にあるこ

と等により，浸水防護重点化範囲に影響を与えることはないと評

価している。 

 

屋外タンクの溢水伝播挙動を第 2.4-8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 
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第2.4-7図 溢水伝播挙動のイメージ 

 

第2.4-8図 浸水深時刻歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.4-5 浸水水位（敷地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-8-1図 屋外タンクの溢水伝播挙動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,津波による溢水に対しては,「設置許可基準規則第9条(溢

水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)における「屋外

タンクからの溢水影響評価」の結果に加えて次の事象に対しても

評価を実施している。 

基準津波が発生した場合に津波の襲来によって2号炉放水立坑

防潮壁の水位が上昇し,逆流防止設備が「閉」となることで津波の

 

 

 

第 2.4-8-2図 屋外タンクの溢水伝播挙動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【女川２】 

島根２号炉は放水立

坑に逆流防止設備はな

い 
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止水バウンダリを形成する。これにより,2号炉放水立坑に接続す

る補機冷却海水系放水路(原子炉補機冷却海水ポンプ,高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプの排

水路)からの海水ポンプ排水が一時的に放水立坑へ排出できなく

なり,補機冷却海水系放水路より海水が溢れることになる(図

2.4-16参照)。このため,屋外タンクからの溢水影響評価結果に基

準津波の襲来に伴う補機冷却海水系放水路からの溢水量を加えた

場合の影響について確認した。 

その結果,屋外タンクの破損により生じる溢水に加え,基準津波

の襲来に伴う補機冷却海水系放水路からの溢水を考慮した場合に

おいても,敷地への溢水は,屋外排水路(構内排水路,幹線排水路)

からの排水を考慮しなくても,溢水による敷地浸水深と建屋等の

カーブ高さとの関係から,津波防護対象設備の設置されている原

子炉建屋,制御建屋,タービン建屋,海水ポンプ室補機ポンプエリ

ア及び復水貯蔵タンクエリアに影響を及ぼさないことを確認した

(表2.4-6 参照)。なお,2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア周り

に敷地高さから0.6mの浸水防止壁を設置することから,仮に2号炉

補機冷却海水系放水路からの溢水が,一時的に2号炉海水ポンプ室

補機ポンプエリアのカーブ高さ(0.20m)を超えた場合においても

浸水防護重点化範囲への影響はない。 

また,軽油タンクエリアは,軽油タンクの地下化工事に伴う水密

構造(図2.4-17,図2.4-18),排気筒,排気筒連絡ダクト及びトレン

チは,敷地面に内部への浸水経路となる開口部が無いことから,溢

水影響がないものとして評価した。 

 

表2.4-6 2号炉 補機冷却海水系放水路からの溢水影響評価結果 

 

屋外タンク等の破損により生じた敷地への温水は,支線排水路

を通じて幹線排水路に集水され海域に排水される(添付資料29参

照)。 
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第2.4-16図 ２号炉 補機冷却海水系放水路 

 

第2.4-17図 図2.4-17 ２号炉 軽油タンク概略図（断面図） 

 

第2.4-18図 ２号炉 軽油タンク概略図（平面図） 
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⑤地下水による浸水防護重点化範囲への影響 

本事象による浸水量評価については，「KK67-0004 内部溢水に

よる管理区域外への漏えいの防止について」（添付資料4）におい

て「その他の溢水(地下水)に係る防護対策の設計方針について」

として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内容を添

付資料35に抜粋して示す。 

添付資料35に示されるとおり，各建屋周辺の地下水は，建屋周

囲に設置されたサブドレンピットに集水される。 

地下水排水設備が停止することにより生じる建屋周囲の地下水

位の上昇については，「建屋周囲の地下水位が上昇することを想

定し，周辺の地下水位と平衡した水位で上昇が止まるものと考え

られる。」としている。その上で，浸水対策を考慮する際の建屋

周囲の地下水位としては保守的に，地表面下（T.M.S.L.＋12m以下）

がすべて浸水するものとして設定している。 

このとき，建屋外周部における壁，扉，堰等により，浸水防護

重点化範囲を内包する建屋内への流入を防止する設計としている

ことにより，有意な浸水は生じないものと考えられるが，地震に

よる建屋外周部からの流入を安全側に考慮し，保守的な浸水量を

仮定する。 

さらに，耐震性を有する地下水排水設備が，地震時及び地震後

においても排水可能であること，及び地下水排水設備の排水実績

から，十分な排水能力を有することを確認することで，地下水が

浸水防護重点化範囲に影響しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-d 建屋外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第14章)において「地

下水による影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。 

添付資料9に示すとおり,本事象による浸水水位(揚水ポンプが

停止することにより生じる建屋周囲の地下水位の上昇)について

は,以下に示す理由により,「揚水ポンプ停止を想定した場合でも,

地下水が防護対象設備を設置している区画へ流入することはな

い。」としている。 

a.地下外壁にはアスファルト防水を施しており,更に防水層の

上に保護板を設置し,防水層が切れないように配慮している。 

b.安全上重要な機器が設置されている原子炉建屋,制御建屋の

地下外壁については,地震時に想定される残留ひび割れの評価結

果から,「原子炉施設における建築物の維持管理指針・同解説(日

本建築学会)」に示される,コンクリート構造物の使用性(水密)の

観点から設定されたひび割れ幅の評価基準値【0.2㎜未満】を満足

することを確認している。 

なお,地下水位低下設備については,基準地震動Ssによる地震力

に対して耐震性を確保する設計とする。 

 

 

 

①－a～②－dまでの影響評価の内容を表2.4-7に整理し示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10章

10.2）において「地下水の溢水による影響」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10に抜粋して示

す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による浸水水位（建物周

囲の地下水位）については，基準地震動 Ssによる地震力に対して

機能維持する地下水位低下設備を設置することから，建物まで地

下水位が上昇することはなく，地下水が溢水防護区画に影響を与

えることはないと評価している。 

その上で，安全側に地下水位をタービン建物の地表面(EL8.5m)

と想定し，地震による建物外周部からの流入について，地震によ

る残留ひび割れを考慮した評価を実施し，ひび割れの程度に応じ

た浸水量を仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a.b.c.d.e.f.までの影響評価の内容を第 2.4-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件及び結果の相

違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は，基準地

震動 Ss による地震力に

対して機能維持する地

下水位低下設備の機能

を考慮 
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b.浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「a.浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，

浸水量に対し，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，

浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を実施した。なお，浸水の可能性のある経路，浸水口の特定

にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，貫通

口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙

間部や建屋間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

 

浸水対策の実施範囲を①～⑤のそれぞれについて以下及び第

2.4-9図に，浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類を第2.4-4

表に示す。 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その

設置位置，施工範囲については添付資料14に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定

 

表2.4-7 影響評価一覧表 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「影響評価」で示した各事象により想定される浸水範囲,浸水量

に対し,浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路,浸水口

(扉,開口部,貫通口等)を特定し,それらに対して浸水対策を実施

した。浸水の可能性のある経路,浸水口の特定にあたっては,施

設・設備施工上生じうる隙間部等として,貫通口における貫通物と

貫通口(スリーブ,壁等)との間に生じる隙間部についても考慮し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2表 影響評価一覧表 
溢水 

事象 事象概要 
起因 

事象 
想定事象 対策 確認条文 

a 

タービン建物

（復水器を設置

するエリア）に

おける溢水 

地震 

・内部溢水 

・津波による溢水 

・インターロックに

よる循環水系の自

動隔離※ 

・インターロックに

よるタービン補機

海水系の自動隔離※ 

・タービン補機海水

系の放水配管等へ

の逆止弁設置※ 

・低耐震クラスの機

器及び配管の耐震

性評価 

設置許可基準規則 

第５条 

第９条 

b 

タービン建物

（耐震Ｓクラス

の設備を設置す

るエリア）にお

ける溢水 

地震 

c 

取水槽循環水ポ

ンプエリアにお

ける溢水 

地震 

d 

取水槽海水ポン

プエリアにおけ

る溢水 

地震 

e 

屋外タンク等に

よる屋外におけ

る溢水 

地震 ・内部溢水 

・取水槽海水ポンプ

エリアへの防水壁

の設置 

設置許可基準規則 

第９条 

f 

建物外周地下部

における地下水

位の上昇 

地震 ・内部溢水 
・地下水位低下設備

の設置※ 

設置許可基準規則 

第９条 

※ 隔離範囲については，基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能等を保持する設計とする。 

 

 

 

(3) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「(2)浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，

浸水量に対し，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，

浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を実施した。なお，浸水の可能性のある経路，浸水口の特定

にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，貫通

口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙

間部や建物間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

 

浸水対策の実施範囲を第 2.4-9図に，浸水経路・浸水口に応じ

た浸水対策の種類を第 2.4-3表に示す。 

 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その

設置位置，施工範囲については添付資料 11に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定

 

・設備の配置状況及び対

策の相違 

【女川２】 
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した浸水が及ばず，結果として浸水対策が不要であった範囲につ

いては，第2.4-9図において，「浸水対策」の図示のない範囲とし

て示される。この概略を建屋の階層単位で整理して示すと第2.4-5

表となる。各津波防護対象設備において，浸水が生じ得る箇所に

設置されるものであるか否か（浸水対策が求められる浸水防護重

点化範囲内に設置されているか否か）は，同表及び添付資料１に

より確認される。 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおりであり，浸水対策

の実施範囲はこれに保守性を見込んで定めることとし，6号炉；

T.M.S.L.+1.Om，7号炉；T.M.S.L.+3.5mとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおり，循環水ポンプの

電動機が浸水するまでポンプの運転が継続するものとし，電動機

が浸水する高さ（電動機停止により水位上昇が止まる高さ）に対

して余裕を見込んだ値として，電動機の上端高さにより設定して

いる。上記がタービン建屋の地下一階部にあることから，浸水対

策の実施範囲は，地下一階のすべての範囲（6号炉：T.M.S.L.＋

12.3mまで，7号炉：T.M.S.L.＋12.3mまで）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－a.タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける溢

水 

 

「影響評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

地震に起因する溢水によるタービン建屋(管理区域エリア)にお

ける没水水位は,最地下階(復水器室,共通エリア)で2.2mとなるた

め,没水水位との関係を考慮した溢水防護措置(配管等の貫通部へ

の止水処置等)を講ずることから,タービン建屋(管理区域)からの

溢水により浸水防護重点化範囲へ及ぼす影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－b. タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系ト

レンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ

室内のタービン補機冷却海水系配管を設置するエリアにおける溢

水 

「影響評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

地震に起因する溢水によるタービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ内及びタービン補機冷却海水系熱交換

器・ポンプ室における没水を考慮し,浸水防護重点化範囲(海水ポ

ンプ室補機ポンプエリア)との境界で浸水口となる配管貫通部,ま

た,タービン補機冷却海水系熱交換器ポンプ室における没水水位

は2.lmとなるため,没水水位との関係を考慮した溢水防護措置(水

した浸水が及ばず，結果として浸水対策が不要であった範囲を建

物の階層単位で整理して示すと第 2.4-4表となる。各津波防護対

象設備において，浸水が生じ得る箇所に設置されるものであるか

否か（浸水対策が求められる浸水防護重点化範囲内に設置されて

いるか否か）は，同表及び添付資料１「基準津波に対して機能を

維持すべき設備とその配置」により確認される。 

 

 

 a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

 

「浸水量評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 地震に起因する溢水によるタービン建物（復水器を設置するエ

リア）における溢水水位は，EL約 4.8mとなるため，没水水位との

関係を考慮した浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行

うことから，浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物（耐

震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエ

リア）へ及ぼす影響はない。 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対す

る対策＞ 

・復水器エリア防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止処置 

＜原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・貫通部止水処置 

 

 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）におけ

る溢水 

 

 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）におけ

る溢水については，浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策

を行うことにより，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐

震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に津波の浸水はない。詳細

は添付資料 27に示す。 

 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおりであり，浸水対策

の実施範囲はこれに保守性を見込んで定めることとし，6号炉；

T.M.S.L+0.5m，7号炉；T.M.S.L.±Omとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密扉の設置,配管等の貫通部への止水処置等)を講ずることから,

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及び

タービン補機冷却海水系熱交換器・ポンプ室からの溢水により浸

水防護重点化範囲へ及ぼす影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－a. 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

 

海水ポンプ室循環水ポンプエリアへの津波の浸水を防止するた

め,海水ポンプ室循環水ポンプエリアの低耐震クラスである循環

水系について,基準地震動Ssによる地震力に対して機器及び配管

の耐震性評価を実施しバウンダリ機能を維持する方針のため,影

響評価に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－b. 海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

海水ポンプ室補機ポンプエリアへの津波の浸水を防止するた

め,海水ボンプ室補機ポンプエリアの低耐震クラスであるタービ

ン補機冷却海水系について,基準地震動Ssによる地震力に対して

機器及び配管の耐震性評価を実施しバウンダリ機能を維持する方

針のため,影響評価に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 

 

る対策＞ 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海

水系配管（放水配管）の基準地震動 Ssによる地震力に対してバ

ウンダリ機能保持 

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系排水配管への逆

止弁設置 

 

 

 

 

 

 

 

c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 

取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護

重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護

重点化範囲である取水槽循環水ポンプエリアに津波の浸水はな

い。なお，タービン補機海水ポンプ出口弁に設置するインターロ

ックについては，浸水防護重点化範囲（耐震 Sクラスの設備を内

包する建物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，津波

襲来前に確実に閉止するため，多重化・多様化を図る。詳細は添

付資料 27に示す。 

＜取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・循環水ポンプ及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対して

バウンダリ機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重

点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重

点化範囲である取水槽海水ポンプエリアに津波の浸水はない。詳

細は添付資料 27に示す。 

＜取水槽海水ポンプエリアに対する対策＞ 

・タービン補機海水系のポンプ及び配管，除じん系のポンプ及

び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水影響評価の違いに

よる浸水対策の相違 

【女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水影響評価の違いに

よる浸水対策の相違 

【女川２】 
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④屋外タンク等による屋外における溢水 

屋外タンク等による屋外における溢水による浸水水位が最大で

も地表面上1.5m（T.M.S.L.＋13.5m）程度であることから，浸水対

策は，「設置許可基準規則第9条（溢水による損傷の防止等）」に

対する適合性（参考資料3）において説明しているとおり，浸水防

護重点化範囲境界における建屋外周部については地表面下も含む

地表面上2.0m以下（T.M.S.L.＋14m以下）の範囲を実施範囲として

いる。また，屋外設備である燃料設備（軽油タンク，燃料移送ポ

ンプ）については，当該位置における浸水水位（1.5m以下程度）

よりも高い防油堤等により囲うことにより，溢水の影響を防止す

る。 

なお，詳細設計の段階において屋外に設置する溢水防護対象設

備についても，添付資料12に示す溢水伝播挙動により得られる各

設置位置における浸水水位に対して対策を講ずることにより，溢

水による影響を防止する。 

 

 

 

 

⑤地下水の流入影響評価 

「KK67-0004内部溢水による管理区域外への漏えいの防止につ

いて」(添付資料4)において「その他の溢水(地下水)に係る防護対

策の設計方針について」として説明しているとおり，浸水防護重

点化範囲を内包する建屋外周部における壁，扉，堰等の浸水対策

を実施する範囲については地表面下(T.M.S.L.+12m以下)としてい

る。なお，地震による建屋の地下部外壁のひび割れ等からの流入

を安全側に考慮し，保守的な浸水量を仮定した場合においても，

浸水防護重点化範囲の安全機能へ影響が及ばないように浸水対策

を実施する。 

さらに，各サブドレンピットに集水された地下水は，耐震性を

有するサブドレンポンプによって，地震時及び地震後においても

地上の雨水排水系統へ排水することが可能である。また，サブド

レンポンプの電源は，非常用電源系統より供給されていることか

ら，外部電源喪失時にも排水が可能となっており，水位が上昇し

 

 

②－c.屋外タンク等による屋外における溢水 

②－cの溢水による浸水水位は最大でも地表面上0.16m程度であ

り,浸水防護重点化範囲の境界となるカーブ高さ(0.2m～0.38m)を

超えることはない。なお,2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア周

りに敷地高さから0.6mの浸水防止壁を設置することから,仮に2号

炉補機冷却海水系放水路からの溢水が,一時的に2号炉海水ポンプ

室補機ポンプエリアのカーブ高さ(0.20m)を超えた場合において

も浸水防護重点化範囲への影響はない(図2.4-16参照)。 

また,軽油タンクエリアについては,軽油タンクの地下化工事に

伴い,燃料移送ポンプ及び燃料移送ポンプ室排風機ダクトの貫通

部の止水処置を実施する(図2.4-17,図2.4-18参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－d. 建屋外周地下部における地下水位の上昇 

地下水の浸水経路として地下部における建屋外壁の配管等の貫

通部及び建屋間の接合部が考えられるが,貫通部の止水処置,建屋

間に設置する水密扉及びエキスパンションジョイント止水板によ

り,地下水が浸水防護重点化範囲に浸水することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保持 

 

e. 屋外タンク等における溢水 

地震時の屋外タンク等による影響評価は，原子炉建物や廃棄物

処理建物の各扉付近の開口部の下端高さが溢水水位より高い位置

にあること等により，浸水防護重点化範囲に影響を与えることは

ないと評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

建物外周地下部における地下水位の上昇については，基準地震

動 Ssによる地震力に対して機能維持する地下水位低下設備を設置

することによって，地震時及び地震後においても地下水を地上の

雨水排水系統へ排水することが可能である。また，地下水位低下

設備の電源は，非常用電源系統より供給することから，外部電源

喪失時にも排水が可能となっており，水位が上昇し続けることは

ない（「島根原子力発電所２号炉 地震による損傷の防止 別紙

-17 地下水位低下設備について」参照）。安全側に地下水位をタ

ービン建物の地表面(EL8.5m)と想定し，地震による建物外周部か

らの流入について，地震による残留ひび割れを考慮した評価を実

施し，ひび割れの程度に応じた浸水量を仮定した場合においても，

浸水防護重点化範囲に影響を与えないように浸水対策を実施す

る。  

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件及び結果の相

違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は基準地

震動 Ss による地震力に

対して機能維持する地

下水排水設備を設置す

ることに加え，地下水位

を地表面（EL8.5ｍ）と

想定した場合において

も，地下水が浸水防護重

点化範囲に影響を与え

ないように浸水対策を

実施する 
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続けることはない。具体的な内容を添付資料1に抜粋して示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水の流入については，1日当たりの湧水(地下水)の排水量の

実績値に対して，サブドレンポンプの排出量は大きく上回ること，

またサブドレンポンプは耐震性を有することから，外部の支援を

期待することなく排水可能である。 

従って地下水が浸水防護重点化範囲の設計基準対象施設へ影響

を及ぼすことはない。 

(サブドレンポンプ仕様) 

流量:45㎡/h(750L/min.) 揚程:44m 

台数:2台(1ピット当たり) 

(参考 年間運転実績) 

6号機 最大排出量：約43m3/d 

7号機 最大排出量：約145m3/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお,女川2号炉の浸水防護重点化範囲である制御建屋と女川1

号炉制御建屋が隣接しているため,女川1号炉にて発生した溢水に

よる女川2号炉制御建屋への溢水が考えられるが,女川2号炉制御

建屋と女川1号炉制御建屋の建屋境界貫通部に対して溢水防護の

観点から止水対策を実施することから,女川2号炉へ浸水すること

はない。建屋境界における止水範囲を添付資料26に示す(参考資料

2「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止等))に対する適

合性(補足説明資料17)参照)。 

 

 なお,島根２号炉の浸水防護重点化範囲であるタービン建物，制

御室建物，廃棄物処理建物（それぞれ耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア）は島根１号炉タービン建物等と隣接しているため,島

根１号炉にて発生した溢水による島根２号炉の浸水防護重点化範

囲への浸水が考えられるが,島根２号炉と島根１号炉の建物境界

に対しては，溢水防護の観点から止水対策を実施することから,島

根２号炉へ浸水することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

（島根２号炉は，１号炉

からの溢水影響評価に

ついて「設置基準規則第

９条（溢水による損傷の

防止）補足説明資料９」 

で説明） 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は想定す

る地下水量等を「島根原

発電所２号炉 地震に

よる損傷の防止 別紙

-17 地下水位低下設備

について」で説明。ポン

プ仕様については詳細

設計段階で説明 
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第2.4-9-1図 浸水対策の実施範囲（横断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 

 

（A-A断面） 

第 2.4-9-1図 浸水対策概要図（EL5.3mまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.4-9-2図 浸水対策の実施範囲（6号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 

（断面図） 

第 2.4-9-2図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

浸水防護重点化範囲

耐震Sクラスとする範囲

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽除じん機エリア防水壁


取水槽海水ポンプエリア防水壁

（内部溢水対策）

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m

タービン補機海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

タービン建物

溢水水位

EL 4.8m

タービン建物 取水槽

循環水ポンプエリア 海水ポンプエリア 除じん機

エリア

EL 10.8m
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第2.4-9-2図 浸水対策の実施範囲（6号炉縦断面）（2/2） 
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第2.4-9-3図 浸水対策の実施範囲（7号炉縦断面）（1/2） 
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第2.4-9-3図 浸水対策の実施範囲（7号炉縦断面）（2/2） 
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第2.4-4表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-3表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水経路・浸水口 浸水対策 

（参考） 

対象とする 

溢水事象 

通路・扉部 ・「水密扉」を設置 a 

区画 ・「防水壁」を設置 a 

貫

通

部 

配管 

・「貫通部止水処置」を実施 

a 

電線管 a 

ケーブルトレイ a 

予備スリーブ a 

床ドレン ・「逆止弁」を設置 a 

低耐震クラスの機器及

び配管 

・基準地震動 Ssによる地震力に対するバ

ウンダリ機能保持 

・「電動弁」，「逆止弁」を設置 

b,c,d 

建物間接合部 ・エキスパンションジョイント e,f 
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第2.4-5表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求有

無） 

 

 

第 2.4-4表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求

有無） 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

建物 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における階層※１ 

地下１階 

(EL2.0m) 

浸水あり 

地上１階 

(EL5.5m) 

浸水なし 

地上２階 

(EL12.5m)以上 

浸水なし 

原子炉建物 対策要求あり 対策要求なし 

対策要求なし 制御室建物 
対策要求なし※２ 対策要求なし 

廃棄物処理建物 

タービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を

設置するエリア） 

対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

取水槽循環水ポン

プエリア 
対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

※１ 建物によりエレベーションは異なり，ここでは代表でタービン建物のエレ

ベーションを表記 

※２ 制御室建物及び廃棄物処理建物の浸水防護重点化範囲はそれぞれ EL12.8m，

EL8.8m以上であるため，対策要求はない。（第 2.4-2-1 図（１／４,２／４）

参照。） 
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2.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止 

(1)非常用海水冷却系の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

非常用海水冷却系の取水性については，次に示す方針を満足す

ること。 

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持で

きる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保

できる設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系の海水

ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプが機能保持できる設計で

あることを確認する。 

また，基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系

による冷却に必要な海水が確保できる設計であることを確認す

る。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

●原子炉補機冷却海水ポンプ位置の評価水位の算定を適切に行う

ため，取水路の特性に応じた手法を用いる。また，取水路の管

路の形状や材質，表面の状況に応じた摩擦損失を設定する。 

 

●原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能水位が下降側評価水位を

下回る等，水位低下に対して同ポンプが機能保持できる設計と

なっていることを確認する。 

 

●引き波時に水位が取水可能水位を下回る場合には，下回ってい

る時間において，原子炉補機冷却海水ポンプの継続運転が可能

な貯水量を十分確保できる設計となっていることを確認する。 

 

なお，取水路または取水槽が循環水系と非常用海水冷却系で併

用される場合においては，循環水系運転継続等による取水量の喪

失を防止できる措置が施される方針であることを確認する。 

 

 

２.５水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響

防止 

(1)非常用海水冷却系の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

非常用海水冷却系の取水性については，次に示す方針を満足す

ること。 

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持で

きる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保

できる設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系の海水

ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機冷却海水ポンプが機能保持できる設計であることを確認する。 

また，基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系

による冷却に必要な海水が確保できる設計であることを確認す

る。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

a.原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水

ポンプ位置の評価水位の算定を適切に行うため，取水路の特性

に応じた手法を用いる。また，取水路の管路の形状や材質，表

面の状況に応じた摩擦損失を設定する。 

b.原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水

ポンプの取水可能水位が下降側評価水位を下回る等，水位低下

に対して同ポンプが機能保持できる設計となっていることを確

認する。 

c.引き波時に水位が実際の取水可能水位を下回る場合には，下回

っている時間において，原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉

心スプレイ補機冷却海水ポンプの継続運転が可能な貯水量を十

分確保できる設計となっていることを確認する。 

なお，取水路及び取水ピットが循環水系と非常用系で併用され

ているため，循環水系を含む常用系ポンプ運転継続等による取水

量の喪失を防止できる措置が施される方針であることを確認す

る。 

 

2.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止 

2.5.1 非常用海水冷却系の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

非常用海水冷却系の取水性については，次に示す方針を満足す

ること。 

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持で

きる設計であること。 

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保

できる設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系の海水

ポンプである原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプが機能保持できる設計であることを確認する。 

また，基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系

による冷却に必要な海水が確保できる設計であることを確認す

る。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

・原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ位

置の評価水位の算定を適切に行うため，取水路の特性に応じた

手法を用いる。また，取水路の管路の形状や材質，表面の状況

に応じた摩擦損失を設定する。 

・原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの

取水可能水位が下降側評価水位を下回る等，水位低下に対して

同ポンプが機能保持できる設計となっていることを確認する。 

 

・引き波時に水位が取水可能水位を下回る場合には，下回ってい

る時間において，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

補機海水ポンプの継続運転が可能な貯水量を十分確保できる設

計となっていることを確認する。 

なお，取水路または取水槽が循環水系と非常用海水冷却系で併

用される場合においては，循環水系運転継続等による取水量の喪

失を防止できる措置が施される方針であることを確認する。 

 

 

（2.5 は柏崎 6/7，女川

2と比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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【検討結果】 

 

 

引き波による水位低下時においても原子炉補機冷却海水ポンプ

の継続運転が可能となるよう，各号炉の取水口前面に非常用取水

設備として海水貯留堰を設置する。なお，海水貯留堰は津波防護

施設と位置づけて設計を行う。 

海水貯留堰は，各号炉において原子炉補機冷却海水ポンプを6台

運転（全台運転）する場合においても十分な量の海水を貯留でき，

原子炉補機冷却海水ポンプの継続運転に支障をきたすことがない

設計とする。 

具体的には6号及び7号炉ともに，貯留堰天端標高を

T.M.S.L.-3.5mとすることで，原子炉補機冷却海水ポンプの設計取

水可能水位（※1）以上の範囲で，6号炉において約10，000m3，7号

炉において約8，000m3の海水を確保可能な設計とし，原子炉補機冷

却海水ポンプの継続運転のための必要貯水量約2，880m3（※2）に対

して十分量の海水を堰内に貯留する。各号炉の海水貯留堰の貯留

量の算定根拠を添付資料15に示す。 

ここで，必要貯水量の算出にあたって必要となる，補機取水槽

内の津波高さが海水貯留堰の天端標高T.M.S.L.-3.5mを下回る継

続時間の算出にあたっては，基準津波による水位の低下に伴う取

水路の特性を考慮した原子炉補機冷却海水ポンプ位置の評価水位

（補機取水槽内の津波高さ）を適切に算定するため，開水路及び

管路において非定常管路流の連続式及び運動方程式を用いて管路

解析を実施する。また，その際，取水口から補機取水槽に至る系

をモデル化し，管路の形状，材質及び表面の状況に応じた摩擦損

失を考慮し，計算結果に潮位のばらつきの加算や安全側に評価し

た値を用いる。（「1.4入力津波の設定」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

 

a.取水路の特性を考慮した非常用海水ポンプ取水性の評価水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準津波による水位の低下に伴う取水路の特性を考慮した非常

用海水ポンプ位置の評価水位を適切に算定するため，開水路及び

管路において非定常流の連続式及び運動方程式を用いて管路解析

を実施した。また，取水口から海水ポンプ室に至る系をモデル化

し，管路の形状，材質及び表面の状況に応じた摩擦係数を考慮す

るとともに，貝付着やスクリーン損失及び防波堤の有無を考慮す

るとともに，潮位のばらつきも考慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

 

 

引き波による水位の低下に対して，原子炉補機海水ポンプ及び

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが機能保持でき，かつ，同系に

よる冷却に必要な海水が確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

具体的には，引き波による水位低下時においても，原子炉補機

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水可能水位

を下回らないことを確認する。 

 

 

 

 

ここで，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプの位置における津波高さの算出にあたっては，基準津波に

よる水位の低下に伴う取水路の特性を考慮した原子炉補機海水ポ

ンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ位置の評価水位（取水

槽内の津波高さ）を適切に算定するため，開水路及び管路におい

て非定常管路流の連続式及び運動方程式を用いて管路解析を実施

する。また，その際，取水口から取水槽に至る系をモデル化し，

管路の形状，材質及び表面の状況に応じた摩擦損失を考慮し，計

算結果に潮位のばらつきの加算や安全側に評価した値を用いる。

(「1.4 入力津波の設定」参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は循環水

ポンプを停止運用とす

ることにより海水貯留

堰の設置を要しない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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なお，柏崎刈羽原子力発電所の6号及び7号炉では，大津波警報

が発令された場合は，原子炉を手動スクラムする運用とする。ま

た，取水路が常用系（循環水系，タービン補機冷却海水系）と非

常用系（原子炉補機冷却海水系）で併用されることから，取水槽

水位計（津波監視設備）にて津波による水位低下を検知した際に

は，「取水槽水位低」警報が中央制御室に発報され，運転員によ

る手動操作で常用海水ポンプ（循環水ポンプ，タービン補機冷却

海水ポンプ）を停止させる。停止操作手順の整備と運転員への教

育訓練により，確実に常用海水ポンプを停止し，原子炉補機冷却

海水系に必要な海水の喪失を防止する。 

海水貯留堰の設置後における基準津波による補機取水槽内の水

位変動を第2.5-1図に，海水貯留堰に関わる施設及び海水貯留堰の

概要を第2.5-2図，第2.5-3図に示す。また，津波による水位低下

時の常用海水ポンプの停止に関わる運用及び常用海水ポンプ停止

後の慣性水流による原子炉補機冷却海水ポンプの取水性への影響

を添付資料16に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の解析により算出した海水ポンプ室の基準津波による下降

側水位は，水位変動に対して厳しい条件となる貝付着なし，スク

リーン損失なし，防波堤なしの条件で 0.P.-6.4mとなった。 

図 2.5-1に 2号炉海水ポンプ室における基準津波による水位時刻

歴波形(水位下降側)を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，管路解析により得られた基準津波による取水

槽内の水位下降側の入力津波高さは第2.5-1-1図に示すとおり, 

基準津波６（循環水ポンプ運転時：EL-8.4m（-8.31m））となる。

これに対して，長尺化を実施した原子炉補機海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機海水ポンプの設計取水可能水位は各々

EL-8.32m，EL-8.85m※であり，水位低下に対して裕度がない。その

ため，大津波警報が発令された場合は，プラントを停止し，復水

器により崩壊熱を除去するが，気象庁より発表される第一波の到

達予想時刻の５分前までに運転員による手動操作で循環水ポンプ

を停止し，サプレッションチェンバを使用した崩壊熱除去に切り

替える。循環水ポンプの停止操作については，手順の整備と運転

員への教育訓練により，確実に実施し，原子炉補機海水系及び高

圧炉心スプレイ補機海水系に必要な海水の喪失を防止する。なお，

海域活断層から想定される地震による津波（基準津波４）は，敷

地までの津波の到達時間が短いことから，循環水ポンプ運転条件

も考慮する。 

以上の結果，基準津波による取水槽内の水位下降側の入力津波

高さは第 2.5-1-2 図に示すとおり，基準津波４（循環水ポンプ運

転時：EL-6.5m）となり，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプの取水可能水位は，取水槽内の水位下降側の

入力津波に対し，約 1.8mの余裕がある。なお，実機海水ポンプを

用いた試験を実施し，海水ポンプのベルマウス下端(EL-9.3m)付近

まで取水が可能であることを確認しており，その内容を参考とし

て添付資料 32に示す。 

また，ポンプ長尺化に伴うベルマウス下端と取水槽下端のクリ

アランスについては，日本機械学会基準「ポンプの吸込水槽の模

型試験法」（JSME S 004-1984）に示されるベルマウス径(750mm)の

1/2 以上のクリアランス(375mm 以上)を満足するよう，500mm とし

ている。なお，長尺化前のクリアランスは 400mm であり，ポンプ

の取水性に関わる不具合は確認されておらず，また，砂の堆積に

よるクリアランスへの影響については，「2.5.2 津波の二次的な影

響による非常用海水冷却系の機能保持確認」に示すとおり，ベル

マウス下端近傍に到達する砂はポンプに吸込まれることから，ベ

ルマウス下端近傍に砂の堆積はなく，クリアランスに影響はない。 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

入力津波高さ，津波防

護施設の違いによる相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7,女川 2】 

島根２号炉は原子炉

補機海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機海

水ポンプを長尺化する

ことから，その影響につ

いて記載 
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 ポンプ長尺化に伴うベルマウス下端への耐震サポート設置によ

る影響については，実機性能試験等によりポンプ性能に影響を及

ぼさないことを確認している（添付資料 32）。 

 

 

参考図 非常用海水冷却系の海水ポンプの取水可能水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水可能水位 

   原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水可能水位

は，日本機械学会基準「ポンプの吸込水槽の模型試験法」（JSME S 004-1984）

に基づき，以下の数式によって算出している（参考図参照）。 

 

Ｈ＝Ｈ0＋1.3×Ｄ0 

 

 Ｈ ：取水可能水位 

 Ｈ0：ベルマウス下端高さ 

 Ｄ0：ポンプ吸込口径（ベルマウス径） 

 

 ベルマウス 

下端高さ 

Ｈ0 

ポンプ吸込口径 

（ベルマウス径） 

Ｄ0 

取水可能水位 

Ｈ 

原子炉補機海水 

ポンプ 
EL-9.3m 0.75m EL-8.32m 

高圧炉心スプレイ

補機海水ポンプ 
EL-9.3m 0.34m EL-8.85m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:0.75m 

EL-9.3m 

EL-8.32m 

ベルマウス下端 

取水可能水位 

原子炉補機海水ポンプの例 

▼EL-9.8m：取水槽下端 

EL1.1m：海水ポンプエリア床面 

 

EL-8.32m：取水可能水位 

EL-6.5m：取水槽内最低水位 
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第2.5-1図 補機取水槽内の水位変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-1 ２号炉海水ポンプ室における基準津波による 

水位時刻歴波形(水位下降側) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.5-1-1図 取水槽内の水位変動 

 

第 2.5-1-2図 取水槽内の水位変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※最大水位下降量-7.97m-地殻変動量 0.34m≒EL-8.4m 

２号炉取水槽（入力津波６，防波堤無し，循環水ポンプ運転） 

(m) 

水
位

(E
L

) 

  

 

※最大水位下降量-6.08m－地盤変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号炉取水槽（入力津波４，防波堤無し，循環水ポンプ運転） 

(m) 

水
位

(E
L

) 
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b.非常用海水ポンプ取水性 

非常用海水ポンプ取水性の評価水位である O.P.-6.4mに対し

て，非常用海水ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの取水可能水位は 0.P.-8.95m

であるため，取水機能は維持できる。海水ポンプの定格流量と取

水可能水位を表 2.5-1に示す。 

以上から，基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機

能保持できる設計であることを確認した。 

 

表 2.5-1 海水ポンプの区分，定格流量と取水可能水位 

 

 

c.冷却に必要な海水の確保 

女川 2号炉の取水口には，貯留堰を設置しており，貯留堰高さ

を下回る引き波が発生した場合でも，取水槽内に冷却水が貯留さ

れる構造となっている(図 2.5-2)。 

基準津波による 2 号炉取水口前面における水位時刻歴波形か

ら，貯留堰高さ0.P.-6.3mを下回る時間は，最大で183秒である(図

2.5-3)。 

貯留堰高さを下回る引き波が発生した場合，常用海水ポンプの

内，タービン補機冷却海水ポンプについては，取水可能水位を下

回っているため，貯留水量に影響はない。同じく常用海水ポンプ

である循環水ポンプについては，気象庁から発信される大津波警

報や，海水ポンプ室水位低下警報をもとに運転員が手動で停止す

る手順となっており，手動停止前に所定の設定値まで海水ポンプ

室水位が低下した場合は，自動でポンプが停止するインターロッ

ク(Ss 機能維持)となっている(津波発生時のプラント運用につい

ては，添付資料 19参照。)。 

したがって，貯留堰高さを下回る引き波が発生した場合は，手

動停止操作又はトリップインターロック(Ss 機能維持)動作によ

り貯留堰高さ(0.P.-6.3m)到達前にポンプは停止しているが，遊転

時間分(トリップからポンプ停止までの時間)，循環水ポンプ 2台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は 2.5.1

「非常用海水冷却系の

取水性」に評価結果を記

載 
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が定格流量で取水するものと仮定した上で，非常用海水ポンプで

ある原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海

水ポンプが継続して取水可能かを評価した。 

 

(a)取水槽内に貯留される水量:約 5,100m3…① 

貯留堰高さ O.P.-6.3m から非常用海水ポンプの取水可能水位

O.P.-8.95mまでの空間容量(添付資料 10) 

(b)循環水ポンプが停止するまでに取水する水量:1,662m3…② 

99,720m3/h÷3,600×30秒×2台=1,662m3 

(c)原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海

水ポンプの取水に使用可能な水量:3,438m3…③ 

①－②=5,100m3-1,662m3=3,438m3 

(d)非常用海水ポンプの取水容量:7,850m3/h…④ 

原子炉補機冷却海水ポンプ:1,900m3/h×4台=7，600m3/h 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ:250m3/h×1台=250m3/h 

(e)非常用海水ポンプ運転可能時間:約 26分 

③÷④=3,438m3÷7,850m3/h=0.437h⇒26.2 分 

 

原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水

ポンプの取水量は，表 2-5-2 から 7,850m3/h である。一方，取水

槽内に貯留される冷却水のうち，原子炉補機冷却海水ポンプ及び

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの運転に使用可能な水量は

3,438m3であるため，貯留堰高さを下回る引き波が発生した場合で

も，約 26分の間，同ポンプの運転継続が可能である。 

すなわち，基準津波時に貯留堰高さを下回る時間，約 4分(183

秒)に対して，原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機冷却海水ポンプの運転継続時間が十分に長いことから，基準津

波による水位低下によっても機能保持できることを確認した。ま

た，3.11 地震の余効変動による約 0.3m の隆起を考慮した場合の

貯留堰高さを下回る時間は 193秒，今後も余効変動が継続するこ

とを想定し 3.11地震の広域的な地殻変動の解消により約 1m隆起

したとしても貯留堰高さを下回る時間は 214 秒であり，非常用海

水冷却系の取水性に影響を与えるものではないことを確認した

(図 2.5-3)。 

さらに，東北地方太平洋沖地震後の発電所周辺の地形改変によ

る影響を踏まえた貯留堰高さを下回る時間は 191秒，3.11地震の
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余効変動による約 0.3m の隆起を考慮した場合の貯留堰高さを下

回る時間は 199秒，3.11地震による広域的な地殻変動の解消によ

り約 1m 隆起したとしても貯留堰高さを下回る時間は 221 秒であ

り，いずれも非常用海水冷却系の取水性に影響を与えるものでは

ないことを確認した(添付資料 32)。 

 

図 2.5-2 取水設備構造概要(断面図) 

 

表 2.5-2 非常用海水ポンプの取水量 

 

 

図 2.5-3 取水口前面における基準津波による水位時刻歴波形 

(水位下降側) 
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第2.5-2図 海水貯留堰に関わる施設の概要（6号炉の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.5-3図 海水貯留堰の概要（6号炉の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 
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4.2浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（取水槽閉止板，水密扉，止水ハッチ，貫通部止

水処置，床ドレンライン浸水防止治具，浸水防止ダクト及びダク

ト閉止板）については，基準地震動による地震力に対して浸水防

止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧等

に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力

津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2敷地への浸水防止（外郭防護1）」

及び「2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2）」

に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画に取水路，放水路等の経路から津波が流入及び漏

水することがないよう，各号炉のタービン建屋地下の補機取水槽

上部床面に設けられた点検口に取水槽閉止板を設置する。 

 

また，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示したとおり安全側に想定した浸水範囲に対して，設計基準対

象施設の津波防護対象設備を内包する浸水防護重点化範囲内が浸

水することがないよう，タービン建屋内の浸水防護重点化範囲の

境界にある扉，開口部，貫通口等に，水密扉，止水ハッチ，床ド

レンライン浸水防止治具，浸水防止ダクト及びダクト閉止板の設

置並びに貫通部止水処置を実施する。 

 

 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

4.2浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐陸等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備(逆流防止設備，水密扉，浸水防止蓋，浸水防止壁，

貫通部止水処置，逆止弁付ファンネル)については，基準地震動Ss

による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計

する。また，浸水時の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の

耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.設計基準対象施設の津波防護の基本

方針」に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画に取水路，放水路等の経路から津波が流入

及び漏水することがないよう，防潮堤・防潮壁の横断部に，逆流

防止設備を設置する。 

 

 

また，浸水防護重点化範囲の境界にある開口部，貫通部，床ドレ

ン排出口に対して，水密扉，浸水防止蓋，浸水防止壁，貫通部止

水処置及び逆止弁付ファンネルの設置等の浸水対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を表4.2-1に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

4.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉，床ドレン

逆止弁，隔離弁，ポンプ及び配管並びに貫通部止水処置）につい

ては，基準地震動Ssによる地震力に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性等

を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸

水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」

及び「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」

に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建物及び区画に津波を地上部から到達，流入させないよう，ま

た，取水槽，放水槽等の経路から津波が流入及び漏水することが

ないよう，屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉及び床ドレン逆止

弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示したとおり安全側に想定した浸水範囲に対して，浸水防護重

点化範囲内が浸水することがないよう，浸水防護重点化範囲の境

界にある扉，開口部，貫通口等に，防水壁，水密扉，床ドレン逆

止弁及び隔離弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。さらに，

浸水防護重点化範囲内に設置する海域に接続する低耐震クラスの

ポンプ及び配管のうち，破損した場合に津波の流入経路となるポ

ンプ及び配管については，基準地震動Ssによる地震力に対してバ

ウンダリ機能を保持する設計とする。 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

津波に対する防護対

策の相違（以下，①の相

違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

①の相違及び島根２

号炉は，浸水防護重点化

範囲内に海域と接続す

る低耐震クラスの機器

及び配管があるため，そ

れらの対策について記

載 
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第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 表4.2-1 浸水防止設備の種類と設置位置 第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 

4.2.1 土木・建築構造物 

(１) 屋外排水路逆止弁

施設護岸における入力津波高さに対して，屋外排水路出口から

の敷地への津波の到達，流入を防止するため，屋外排水路出口の

排水桝に屋外排水路逆止弁を設置する。 

屋外排水路逆止弁は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機

能が十分に保持できるよう以下の方針により設計する。 

a. 構造

屋外排水路逆止弁は，板材，補強材等の鋼製部材により構成し，

排水桝に固定する。 

屋外排水路逆止弁の位置図を第4.2-1図に，配置図を第4.2-2図

に，構造例を第4.2-3図に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違
種類 設置位置 

箇所数 

（参考） 

外郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

屋外排水路逆止弁 屋外排水路 一式 

防水壁 取水槽除じん機エリア １ 

水密扉 取水槽除じん機エリア ３ 

貫通部止水処置 取水槽除じん機エリア 一式 

床ドレン逆止弁 取水槽 一式 

内郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

防水壁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）とタ

ービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエ

リア）との境界

１ 

水密扉 ５ 

床ドレン逆止弁 一式 

隔離弁 

電動弁 
取水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）との境界 
４ 

逆止弁 
放水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）との境界 
２ 

ポンプ及び配管 

取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプ

エリア及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア） 

一式 

貫通部止水処置 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と原

子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエ

リアとの境界

一式 
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第4.2-1図 屋外排水路逆止弁位置図 

 

 

第4.2-2図 屋外排水路逆止弁⑥配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-3図 屋外排水路逆止弁構造例 

 

b. 荷重組合せ 

屋外排水路逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

c. 荷重の設定 

屋外排水路逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように

設定する。 

(a) 常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

(c) 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

(d) 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的

には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これ

による荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方

を添付資料22に示す。 
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（４）浸水防止壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

(２) 防水壁 

a. 除じん機エリア防水壁 

除じん機エリアに設置する防水壁は，２号炉取水槽での入力津波

高さに対して，取水路から敷地への津波の到達，流入を防止し，

津波防護対象設備が機能喪失しないようにするために２号炉取水

槽に設置するものであり，入力津波高さに対して十分な高さを確

保している。 

除じん機エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して津波防護

機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。（詳細

な設計方針及び構造成立性の見通しについては，添付資料 30 参

照） 

(a) 構造 

除じん機エリア防水壁は鋼製壁で構成し，基礎ボルトにより取水

槽躯体に固定する。 

除じん機エリア防水壁の配置図を第4.2-4図に，構造図を第4.2-5

図に示す。 
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第4.2-4図 除じん機エリア防水壁配置図 

 

 
第4.2-5図 除じん機エリア防水壁構造図 

 

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア防水壁は防波壁内側の敷地にある２号炉取水槽

の天端に設置するものであることから，設計においてはその設置

状況を考慮し，以下に示す常時荷重，地震荷重，津波荷重の組合

せを考慮する。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
除じん機エリア防水壁 

 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ

EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

除じん機エリア防水壁 
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「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水防止を目的に浸水防止壁を設置す

る。設置位置は，２号炉海水ポンプ室補機ポンプエリアである。

２号炉海水ポンプ室浸水防止壁の設置位置を図4.2-10，図4.2-11 

に示す。 

 

 

 

 

浸水防止壁は津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が

十分保持できるよう以下の方針により設計する。 

 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，

余震荷重を考慮しない。 

(d). 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを基本として，津波防護機能を保持していることを

確認する。 

 

b.復水器エリア防水壁 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した

際に，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）への浸水を防止するため，タービン建物

（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）の境界に復水器エリア防水壁を設置する。 

復水器エリア防水壁の設置位置を第 4.2-6図に示す。 

 

 

復水器エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機

能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違 
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ａ．構造 

構造については，今後詳細な検討を行い設定する。 

 

 

ｂ．荷重組合せ 

浸水防止壁の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷

重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する（添付資料20 参照）。 

 

 

 

ｃ．荷重の設定 

浸水防止壁の設計において考慮する荷重は以下のように設定す

る。 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ss を考慮する。 

③津波荷重 

設置位置における津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sd を適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料23 に示す。 

 

d．許容限界 

浸水防止設備に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

 

(a)構造 

復水器エリア防水壁は鋼製壁で構成し，アンカーボルトによりタ

ービン建物躯体に固定する。 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア防水壁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア防水壁は，建物内に設置することから，そ

の他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重

との組合せは考慮しない。（添付資料 20参照）。 

 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のよう

に設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動 Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動 Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっての考

え方を添付資料 22に示す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域
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(2)水密扉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していることを

確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-10 ２号炉海水ポンプ室浸水防止壁設置位置（平面図） 

 

 

図4.2-11 ２号炉海水ポンプ室浸水防止壁設置位置（Ａ－Ａ断面

図） 

 

(2)水密扉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していること

を確認する。 

なお，止水性能については，耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

第 4.2-6図 復水器エリア防水壁 設置位置 

 

 

（３）水密扉 

a. 除じん機エリア水密扉 

除じん機エリア水密扉は，２号炉取水槽での入力津波高さに対し

て，敷地への津波の到達，流入を防止するため，２号炉取水槽に

設置するものであり，入力津波高さに対して十分な高さを確保し

ている。 

除じん機エリア水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防

止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。（詳

細な設計方針及び構造成立性の見通しについては，添付資料 30参

照） 

なお，水密扉の運用管理については添付資料 23に示す。 

(a) 構造 

除じん機エリア水密扉は鋼製部材により構成し，扉枠は基礎ボル

トにより取水槽躯体に固定する。また，扉体又は扉枠に止水ゴム

等を取り付けることで浸水を防止する構造とする。 

除じん機エリア水密扉の配置図を第 4.2-7 図に，構造例を第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【女川 2】 

①の相違 
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4.2-8図に示す。 

 

 

第 4.2-7図 除じん機エリア水密扉配置図 

 

第 4.2-8図 除じん機エリア水密扉構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除じん機エリア水密扉 

除じん機エリア水密扉 

 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ

EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

除じん機エリア水密扉 
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「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る扉部に対し

て，浸水防止設備として水密扉を設置する。 

水密扉の設置位置は添付資料14に示す。 

 

 

 

水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取放水路を流入経路とした津波により浸水する区画と設計基準

対象施設の津波防護対象施設を内包する建屋及び区画とを接続す

る経路上に浸水防止設備として水密扉を設置する。設置位置は，

３号炉海水熱交換器建屋補機ポンプエリアから３号炉海水熱交換

器建屋取水立坑へのアクセス用入口である。３号炉海水熱交換器

建屋取水立坑入口水密扉設置位置を図4.2-4に示す。 

 

水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷

重，地震荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，

余震荷重を考慮しない。 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 b. 復水器エリア水密扉 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した

際に，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）への浸水を防止するため，タービン建物

（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）の境界に復水器エリア水密扉を設置する。 

復水器エリア水密扉の設置位置を第 4.2-9図に示す。 

復水器エリア水密扉は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 
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保持できるように以下の方針により設計する。 

なお，水密扉の運用管理については添付資料33に示す。 

 

 

 

 

 

 

a.構造 

水密扉は，板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により構成し，扉

枠はアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。また，扉枠にパ

ッキンを取り付けることで浸水を防止する構造とする。 

水密扉の構造例を第4.2-3図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保持できるよう以下の方針により設計する、 

 

 

なお，水密扉の運用管理については添付資料25に示す。 

 

 

 

 

a.構造 

水密扉は，扉板，補強材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部

材により構成し，扉枠はアンカーボルトにより建屋躯体に固定す

る。また，扉枠にパッキンを取り付けることで浸水を防止する構

造とする。水密扉構造例を図4.2-5に示す。 

 

 

 

図4.2-4 ３号炉海水熱交換器建屋取水立坑入口水密扉設置位置

図 

 

能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

 

なお，水密扉の運用管理については，添付資料 23に示す。 

 

 

 

 

(a) 構造 

復水器エリア水密扉は板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により

構成し，扉枠はアンカーボルトにより建物躯体等に固定する。ま

た，扉枠にパッキンを取りつけることで浸水を防止する構造とす

る。水密扉の構造例を第 4.2-10 図に示す。

 

 

第 4.2-9図 復水器エリア水密扉 設置位置 
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第4.2-3図 水密扉の構造例 

 

 

 

 

 

 

図4.2-5水密扉構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-10図 水密扉の構造例 
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b.荷重組合せ 

水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，水密扉は，建屋内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは

考慮しない。(添付資料27参照) 

 

 

c.荷重の設定 

水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

○地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料30に示す。 

 

d.許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを確認する。 

 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

b.荷重組合せ 

３号炉海水熱交換器建屋水密扉の設計においては以下のとお

り，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合

わせて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重+余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する(添付資料20参照)。 

 

 

c.荷重の設定 

水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する、 

③津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料23に示す。 

 

d.許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していることを

確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷

重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行

う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア水密扉は，建物内に設置することから，そ

の他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重

との組合せは考慮しない。（添付資料 20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動 Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動 Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっての考

え方を添付資料 22に示す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していること

を確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 
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第4.2-4図 水密扉の耐圧・漏水試験例 

 

【ここまで】 
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(5)床ドレンライン浸水防止治具 

 

 

 

 

「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ドレンラ

イン部に対して，浸水防止設備として床ドレンライン浸水防止治

具を設置する。床ドレンライン浸水防止治具の実施範囲は添付資

料14に示す。 

床ドレンライン浸水防止治具は閉止治具（閉止キャップ及び閉

止栓），フロート式止水治具及び逆止弁式止水治具に分類でき，

床ドレンラインの要求事項（排水機能の要否等）により適切な治

具を選択し設置する。 

 

これらの浸水防止治具の設計においては，以下のとおり，常時

荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を

行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，床ドレンライン浸水防止治具は，建屋内に設置すること

から，その他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象に

よる荷重との組合せは考慮しない。(添付資料27参照) 

 

 

 

ここで，床ドレンライン浸水防止治具の設計において考慮する

荷重は，以下のように設定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

○地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

（６）逆止弁付ファンネル 

設計基準対象施設の津波防護対象施設の設置エリアである，２

号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア床面に11 箇所，３号炉海水熱

交換器建屋補機ポプエリア床面に９箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆止弁付ファンネルの設計においては以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行

う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する（添付資料20 参照）。 

 

 

 

 

逆止弁付ファンネルの設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ss を考慮する。 

③津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

（４）床ドレン逆止弁 

津波防護対象設備を設置する区画である取水槽の床面高さ

EL1.1mに対し，取水槽の入力津波高さがEL10.5mであることから，

取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリアへの津波の流入

を防止するため，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

 また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示す津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想

定した際に，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア）への浸水を防止するため，浸水防

護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ドレンライン部

に対して，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

床ドレン逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計にあたっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

 

 

 

床ドレン逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように

設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を

考慮する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，フロー

ト式逆止弁のみを採用 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の逆止弁

設置箇所は屋内・屋外に

あるため，屋外について

は，自然現象を考慮する 
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○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考

え方を添付資料30に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，各浸水防止治具の浸水防止

機能が十分保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

b.フロート式止水治具 

フロート式止水治具は，逆流方向に対して浸水防止要求があり，

溢水発生時に排水を期待するファンネルに対して適用する。 

同治具は，以下のとおり設計する。 

 

(a)構造 

フロート式止水治具は，フロートを内包した鋼製の治具であり，

フロートが水の浮力により上昇し，開口部を閉鎖することで床ド

レンラインからの逆流を防止する構造とする。 

フロート式止水治具の外観及び構造例を第4.2-17図に示す。 

 

 

 

 

 

第4.2-17図 フロート式止水治具の外観及び構造例 

 

 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sd を適用し，こ

れにる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方

を添付資料23 に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．形状（寸法），材質，構造 

逆止弁付ファンネルの構造を図4-2-22 に示す。また，逆止弁付

ファンネルの仕様を表4.2-5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-22 逆止弁付ファンネルの構造 

 

 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具

体的には，余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用

し，これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっ

ての考え方を添付資料22に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，床ドレン逆止弁の浸水防止

機能が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

a. 構造 

床ドレン逆止弁は，鋼製の構造物であり，フロートが水の

浮力により上昇し，開口部を閉鎖することで津波の流入を防

止する構造とする。 

構造例を第4.2-11図に示す。 

 

 

第4.2-11図 床ドレン逆止弁の構造の例 
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(b)耐圧性及び水密性

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持でき

ることを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-18図に示す。 

第4.2-18図 実機模擬耐圧・漏水試験例（フロート式止水治具） 

表4.2-5 逆止弁付ファンネルの仕様 

ｂ．水密性 

床面下部からの流入に対しては弁体が押し上げられ，弁座に密着

することで漏水を防止する。なお，止水性能については耐圧・漏

水試験で確認する。 

b. 耐圧性及び水密性

床ドレン逆止弁は，床面下部からの流入に対してフロートが

押し上げられ，弁座に密着することで漏水を防止する。 

また，溢水時には溢水を当該エリア外へ排出する。逆止弁が

十分な水密性をもっていることを試験で確認する。試験概要を

第4.2-12図に示す。 

第 4.2-12図 逆止弁の試験概要 
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(c)耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-19図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-19図 加振試験例（フロート式止水治具） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．耐震性 

基準地震動Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加震試験により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評

価または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-13図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-13図 加振試験例（逆止弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■加振試験条件 

・水平方向振動周波数：20Hz 

・水 平 方 向 加 速 度：6.0G 

・鉛直方向振動周波数：20Hz 

・鉛 直 方 向 加 速 度：6.0G 

・加 振 時 間：５分間 
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4.2.2 機器・配管等の設備 

（１）隔離弁 

 a.電動弁 

 「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

地震による配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路とな

り得るタービン補機海水ポンプ出口に電動弁（以下「タービン補

機海水ポンプ出口弁」という。）を設置する。電動弁は，インター

ロックの動作による自動閉とし，インターロックに係る設備は，

浸水防護重点化範囲（耐震 S クラスの設備を内包する建物）への

津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来前に確実に閉

止するため，多重化・多様化を図る。 

 タービン補機海水ポンプ出口弁は津波荷重や地震荷重に対して

浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計す

る。 

 

(a) 構造 

 タービン補機海水ポンプ出口弁は，当該配管損傷後，取水路か

ら浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）に津波が浸水することを防止するため，ター

ビン補機海水ポンプ出口に設置する。設置位置及び構造例を第

4.2-14図及び第 4.2-15図に示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 
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第 4.2-14図 タービン補機海水ポンプ出口弁 設置位置 

 

 

第4.2-15図 タービン補機海水ポンプ出口弁 構造例 

 

(b) 荷重組合せ 

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計においては，以下のとお

り，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せ

て設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

：ＴＳＷポンプ出口弁
：配管（点線部は埋設配管を示す）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
：タービン補機海水ポンプ
：循環水ポンプ
：除じんポンプ
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・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計において考慮する荷重

は，以下のとおり設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 

 

(d) 許容限界 

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界とし

て，地震後の再使用性を考慮し，当該設備全体の変形能力に対し

て十分な裕度を有するよう，塑性ひずみが生じる場合であっても

その量が小さなレベルにとどまることを基本とし，浸水防止機能

を保持していることを確認する。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する

機能保持限界として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を

想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該設備全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成する

材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機能を保持し

ていることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試

験で確認する。 

 

 b.逆止弁 
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 「2.4 重量な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

地震による配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路とな

り得るタービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系排水配管に

浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は津

波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

に以下の方針により設計する。 

 

 

(a) 構造 

 タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は，

当該配管損傷後，放水路から浸水防護重点化範囲であるタービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に津波が浸水する

ことを防止するため，タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄

物処理系排水配管に設置する。設置位置及び構造例を第4.2-16図

及び第4.2-17図に示す。 

 

 

 

第4.2-16図 タービン補機海水系放水配管逆止弁及び液体廃棄物

処理系配管逆止弁 設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系排水配管

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽
タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

復
水
器

TCW熱交
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第4.2-17図 タービン補機海水系放水配管逆止弁 構造例 

 

(b) 荷重組合せ 

 タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁

の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷

重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

 タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁

の設計において考慮する荷重は，以下のとおり設定する。 

 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 
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(d)  許容限界 

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界とし

て，地震後の再使用性を考慮し，塑性ひずみが生じる場合であっ

てもその量が小さなレベルにとどまることを基本とし，浸水防止

機能を保持していることを確認する。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する

機能保持限界として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を

想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該設備全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成する

材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機能を保持し

ていることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

（２）ポンプ及び配管 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

地震による配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路とな

り得る循環水ポンプ及び配管，タービン補機海水ポンプ及び配管，

除じんポンプ及び配管，原子炉補機海水配管（放水配管）及び高

圧炉心スプレイ補機海水配管（放水配管）について，基準地震動

Ssによる地震力に対してバウンダリ機能を保持する設計とする。 

 

(a) 荷重組合せ 

 ポンプ・配管においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(b) 荷重の設定 

 ポンプ・配管の設計において考慮する荷重は，以下のとおり設

定する。 

 

ⅰ 常時荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

①の相違 
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(4)貫通部止水処置 

 

 

 

 

「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口部等

に対して，浸水防止設備として貫通部止水処置を実施する。貫通

部止水処置の実施範囲及び実施例は添付資料14に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）貫通部止水処置 

津波防護施設である防潮壁の設置エリアに津波が流入した場合

に，敷地及び海水ポンプ室補機ポンプエリアが浸水しないよう防

潮壁下部の貫通部に貫通部止水処置を実施する。図4.2-12～図

4.2-15 に貫通部止水処置の実施箇所を示す。 

また，地震による海水系機器等の損傷による溢水が２号炉原子

炉建屋，２号炉制御建屋及び２号炉軽油タンクエリアに流入する

ことを防止するため，浸水防護重点化範囲の境界に浸水防止設備

として貫通部止水処置を実施する。２号炉原子炉建屋，２号炉制

御建屋及び２号炉軽油タンクエリアの貫通部止水処置実施箇所を

添付資料26 に示す。 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 

 

(c)  許容限界 

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界とし

て，地震後の再使用性を考慮し，塑性ひずみが生じる場合であっ

てもその量が小さなレベルにとどまることを基本とし，浸水防止

機能を保持していることを確認する。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する

機能保持限界として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を

想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該設備全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成する

材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機能を保持し

ていることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試

験で確認する。 

 

(３) 貫通部止水処置 

２号炉取水槽での入力津波高さに対して，敷地への津波の到達，

流入を防止するため，津波防護対象設備を設置する区画への浸水

経路，浸水口となり得る貫通口部等に対して，浸水防止設備とし

て貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に

示す浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口

部等に対して，浸水防止設備として貫通部止水処置を実施する。

貫通部止水処置の実施範囲及び実施例は添付資料11に示す。 

  

貫通部止水処置は，第4.2-2表に示す充てん構造（シリコン），

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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貫通部止水処置は，第4.2-2表に示す止水構造に分類でき，貫通

部の形状等に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時

荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を

行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，貫通部止水処置は建屋内の貫通部等に実施することから，

その他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷

重との組合せは考慮しない(添付資料27参照)。 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下

のように設定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

○地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料30に示す。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貫通部止水処置の設計においては以下のとおり，常時荷重，地

震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する（添付資料20 参照）。 

 

貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下のように

設定する。 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ss を考慮する。 

③津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sd を適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料23 に示す。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-12 ２号炉海水ポンプ室側貫通部止水処置の実施箇所 

ブーツ構造（ラバーブーツ），及び充てん構造（モルタル）に分類

でき，貫通部の形状等に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時

荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を

行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する。（添付資料20参照） 

 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下

のように設定する。 

(a)常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b)地震荷重 

基準地震動Ｓｓを考慮する。 

(c)津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

(d)余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考

え方を添付資料22に示す。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

95



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-13 ３号炉海水ポンプ室側貫通部止水処置の実施箇所 

 

図4.2-14 ２号炉放水立坑側貫通部止水処置の実施箇所 

 

 

 

 

第 4.2-2表 止水構造 
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a.充てん構造（シリコーンシール材） 

充てん構造（シリコーンシール材）は，一定の変位追従性を有

するものであり，貫通物の温度（内包流体温度等）がシール材の

使用制限温度以下で，かつ大きな熱変位が生じない低温配管部で

あり，地震による躯体と貫通物間の相対変位が小さい箇所（具体

的には，貫通物である配管等の地震相対変位及び熱変位の合計が

25mm以下となる箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

 

(a)構造 

充てん構造（シリコーンシール材）は貫通口と貫通物の間の隙

間に，鋼板による補強板を設けた上でシリコーンシール材を充て

んあるいは貼り付けることにより止水する構造とする。 

 

本構造の標準的な構造の概要を第4.2-7図に示す。 

 

図4.2-15 ３号炉放水立坑側貫通部止水処置の実施箇所 

 

ａ．種類，構造，性能 

貫通部の止水対策としては，シール材施工及びブーツラバー施

工を実施することとしており，これらの止水対策が所定の耐水圧

性能を有することを確認している。 

① シール材施工（シリコンシールタイプ） 

シリコンシールの場合，シリコンシール厚さ，押さえ板の有無

により以下のとおり区分している。シリコンシールの耐水圧性能

を表4.2-2，表4.2-3，構造例を図4.2-16，図4.2-17 に示す。 

 

表4.2-2 シリコンシールの耐水圧性能（押さえ板有り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 充てん構造（シリコン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 構造 

充てん構造（シリコン）は貫通口と貫通物の間の隙間に，鋼板

による補強板を設けた上でシリコンを充てんすることにより止水

する構造である。 

 

本構造の概要を第4.2-18図に示す。 
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第4.2-7図 充てん構造（シリコーンシール材）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-16 シリコンシールの構造例（押さえ板有り） 

 

表4.2-3 シリコンシールの耐水圧性能（押さえ板無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-17 シリコンシールの構造例（押さえ板無し） 

 

②ブーツラバー施工 

ブーツラバーの場合，貫通孔スリーブ径ごとに，以下のとおり

区分している。 

なお，ブーツラバーについては，熱変位のある高温配管（運転

温度120℃を超えるもの）に設置することとしている。ブーツラバ

ーの耐水圧性能を表4.2-4，構造例を図4.2-18 に示す。 

 

 

 

 

 

 

第4.2-18図 充てん構造（シリコン）の概要 
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(b)耐圧性及び水密性 

耐圧性は補強板及びシリコーンシール材が担い，シリコーンシ

ール材により水密性を確保することを基本としており，設置箇所

で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できることを，

実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2-4 ブーツラバーの耐水圧性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-18 ブーツラバーの構造例 

 

ｂ．施工 

①水密性 

貫通部止水処置を実施している箇所については，直接津波波力

（水平力）を受ける位置に設置されていない。このため，静的荷

重（静水頭圧）に対する水密性を確保する。 

耐水圧性能を確保するため，静的荷重（静水頭圧を想定）を用

いた耐水圧試験を実施することにより，想定する浸水に対し，耐

水圧性能を有する施工条件の確認を行い，実機施工時にはその結

果を踏まえた施工を実施する。なお，ブーツラバーについては，

止水性を有する材料を使用することとしている。 

 

○シリコンシールの耐水圧試験について 

図4.2-19（図Ａ，Ｂ，Ｃ）に示す試験を実施した結果， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 水密性 

耐圧性は補強板及びシリコンが担い，シリコンにより水密性を

確保することを基本としており，設置箇所で想定される浸水に対

して，浸水防止機能が保持できることを，実機を摸擬した耐圧・

漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-19図に示す。 
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(c)耐震性 

壁貫通口等を通る配管等の貫通物が同一建屋内に設置される支

持構造物により拘束されており，地震時に建屋と配管等が連動し

た振動となっている場合，シール材への地震の影響は軽微と考え

られる。本構造はこのような箇所に適用するものであり，地震に

対して浸水防止機能を維持できることは，(b)に記載する実機模擬

試験において熱変位及び地震相対変位を模擬した変位を付与した

状態で耐圧・漏水試験を行うことにより確認する（第4.2-8図参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-19 シリコンシールの耐水圧試験概要図 

 

○ブーツラバーの耐水圧試験について 

図4.2-20 に示す試験を実施した結果， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-20 ブーツラバーの耐水圧試験概要図 

 

② 耐震性 

壁貫通部を通る配管等の貫通物は，図4.2-21 のとおり，同一建

屋内の支持構造物により拘束されており，地震時は建屋と配管等

が連動した振動となることから，シール材への影響は軽微であり，

健全性が損なわれることはないと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【試験体寸法】 

スリーブ径［A］50,150,250 

施工幅[mm] 40,150 

【試験体数】 

    各組合せ6体  

【試験方法】 

試験装置に注水後，水により加圧 

試験圧力（0.11MPa），保持時間15分 

 

第 4.2-19図 実機模擬試験例 

 

 

 

(c) 耐震性 

シリコンは伸縮性に優れたシール材であり，配管の貫通部に適

用するシール材の耐震性を満足させるために，貫通部近傍に支持

構造物を設置することとしており，配管等の変位追従性に優れた

構造となっていることから，地震によりシリコンの健全性が損な

われることはない。 
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第4.2-8図 実機模擬耐圧・漏水試験例 

 

b.ブーツ構造 

ブーツ構造は変位追従性に優れるため，配管等の貫通部のうち，

地震による躯体と貫通物間の相対変位が大きい箇所，高温配管で

配管の熱移動が生じる箇所（具体的には，貫通物である配管等の

地震相対変位及び熱変位の合計が25mmを超える箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

 

(a)構造 

ブーツ構造は貫通口と貫通物の間の隙間に，ラバーブーツ（シ

ールカバー）を設置することにより止水する構造とする。 

 

 

本構造の標準的な構造の概要を第4.2-9図に示す。 

 

 

 

第4.2-9図 ブーツ構造の概要 

 

 

図4.2-21 貫通止水処置近傍のサポート設置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ブーツ構造（ラバーブーツ） 

 

 

 

 

 

 

(a) 構造 

ブーツ構造（ラバーブーツ）はブーツと締付バンドにて構成さ

れ，高温配管等の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう

伸縮性ゴムを用い，壁面に溶接した取付用座と配管に締付バンド

にて締結する。 

本構造の概要を第4.2-20図に示す。 

 

第4.2-20図 ブーツ構造の概要 
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(b)耐圧性及び水密性 

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置する

ことで，耐圧性及び水密性を確保することを基本としており，設

置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できるこ

とを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-10図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)耐震性 

地震に対して浸水防止機能を維持できることは，(b)に記載する

実機模擬試験において熱変位及び地震相対変位を模擬した変位を

付与した状態で耐圧・漏水試験を行うことにより確認する（第

(b) 水密性 

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置する

ことで，耐圧性及び水密性を確保することを基本としており，設

置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できるこ

とを，第4.2-21図に示す実機を模擬した耐圧・漏水試験により確

認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-3表，第4.2-4表に示す。 

 

【試験方法】 

ラバーブーツ内側・外側から水により加圧 

 

第4.2-21図 実機模擬試験例 

 

第4.2-3表 実機模擬試験（型式１） 

 

 

第4.2-4表 実機模擬試験（型式２） 

 

 

(c) 耐震性 

ラバーブーツについては，伸縮性ゴムを使用しており，配管等

の変位追従性に優れた構造となっていることから，地震によりラ

バーブーツの健全性が損なわれることはない。 
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4.2-10図参照）。 

 

第4.2-10図 実機模擬耐圧・漏水試験例（ブーツ構造） 

 

c.充てん構造（モルタル） 

充てん構造（モルタル）は，剛性が高く，高い拘束力を有する

ため変位追従性がないことから，配管等の貫通部のうち，躯体と

貫通物間との相対変位が生じない箇所（具体的には，地震相対変

位がなく，配管の運転温度が66℃以下であり，熱変位の影響が軽

微と評価できる箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

(a)構造 

充てん構造（モルタル）は貫通口内あるいは貫通口と貫通物の

間の隙間にモルタルを充てんすることにより止水する構造とす

る。 

本構造の標準的な構造の概要を第4.2-11図に示す。 

 

第4.2-11図 充てん構造（モルタル）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ. 充てん構造（モルタル） 

 

 

 

 

 

 

(a) 構造 

モルタルは，貫通口と貫通物の間の隙間にモルタルを充てんす

ることにより止水する構造とし，充てん硬化後は，貫通部内面，

配管等の外面と一定の付着力によって結合される。 

本構造の概要を第4.2-22図に示す。 

 

 

第4.2-22図 充てん構造（モルタル）の概要 

 

 

貫通物 
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(b)耐圧性及び水密性 

貫通部のモルタル充てんに無収縮モルタルを使用することによ

り，隙間が生じにくい設計とすることで水密性を確保することを

基本とする。 

また，モルタルは基本的に壁・床面と同等の強度を有し，圧縮

強度や付着強度も高いため，耐圧性は十分にあるものと考えられ

る。 

代表ケースに対して，耐圧性について以下に示す内容で評価を

実施した。この評価結果により，実機で想定される条件（浸水深

及び貫通口寸法）においては，必要な耐圧性を有するものと判断

する。 

 

第4.2-12図 充てん構造（モルタル）の評価モデル 

 

○評価方法 

①モルタル部分に作用する水圧荷重（P1） 

静水頭圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下の

とおり。 

 

P1[N]＝0.2[N/mm2]×(π/4×R2)[mm2] 

 

②モルタルの許容付着荷重（P2） 

静水頭圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える

限界の付着荷重は以下のとおり。 

P2[N]＝1[N/mm2]×(π×(R+r)×L)[mm2] 

(b) 水密性 

貫通部の止水処置として使用するモルタルについて，性能試験

等により，止水性能を確認した。 

貫通部の止水処置に用いるモルタルについては，以下のとおり

静水圧に対し十分な耐性を有していることを確認している。モル

タルの評価概要を第 4.2-23図に示す。 

【検討条件】 

 ・スリーブ径：D［mm］ 

 ・モルタルの充填深さ：L［mm］ 

 ・配管径：d［mm］ 

 ・モルタル許容付着強度※：2.0［N/mm2］ 

 ・静水圧：0.2［N/mm2］（保守的に 20m相当の静水圧を想定） 

 ※「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説 2010」による。 

 

 

第 4.2-23図 モルタル評価概要図 

○評価方法 

① モルタル部分に作用する水圧荷重（P1） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下のと

おり。 

 

P1［N］＝0.2［N/mm2］×（π×（D2-d2）／4）［mm2］ 

 

② モルタルの許容付着荷重（P2） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える限

界の付着荷重は以下のとおり。 

P2［N］＝2.0［N/mm2］×（π×（D+d）×L）［mm2］ 
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モルタルの付着強度は付着面積に比例するため，最も保守的な

条件として貫通物がない状態（r=0）を想定すると，許容付着荷重

（P2）は次のとおりとなる。 

 

P2[N]＝1[N/mm2]×(π×R×L)[mm2] 

 

静水頭圧に対する耐性を確保するためには，P1＜P2である必要

があるため，以上より耐性の確保可否の評価方法（判定基準）は

以下のとおり整理できる。 

0.05×R[mm]＜L[mm] 

○評価結果 

上式より，充てん構造（モルタル）が静水頭圧に対する耐圧性

を確保するためには，貫通スリーブ径の5％を超える深さのモルタ

ル充てんが必要であることがわかる。 

ここで，実機に存在する主要なスリーブの径は100A～600A程度

であり，600Aのスリーブに対して必要充てん深さを評価すると約

30mmとなる。一方，貫通部止水処置の施工対象とする壁は30mm程

度以上の厚さを有しており，モルタルの充てんは壁厚と同程度の

深さの施工がされる。 

以上より，実機の条件を考慮すると，本構造は必要な水圧に対

する耐圧性を有するものと評価できる。 

なお，本構造では貫通口寸法が大きくなるに従い耐圧性を確保

することが困難となるため，第4.2-2表に示したとおり，大開口に

対しては，本構造ではなく閉止構造等を適用することとする。 

 

(c)耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評価

により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

モルタルの付着強度は，付着面積及び充填深さに比例するため，

ここでは，保守的に貫通部に配管がない状態（d=0）を想定し評価

を行った。 

 

 

 

静水圧に対して止水性能を確保するためには，P1≦P2であるた

め，以下のように整理できる。 

 

0.03×D［mm］≦ L［mm］ 

 

上式より，モルタル施工個所が止水性能を発揮するためには，

貫通スリーブ径の 3％以上の充填深さが必要である。 

例えば 400mmの貫通スリーブに対して，約 12mm以上の充填深さ

が必要であるが，実機における対象貫通部の最小厚さ 200mm に対

し，モルタルは壁厚さと同程度の厚さで充填されていることを踏

まえると，止水性能は十分に確保できる。 

 

 

 

(c) 耐震性 

貫通口内に貫通部が存在する構造では，基準地震動Ｓｓにより

モルタル充てん部に発生する配管反力がモルタルの許容圧縮強度

及び許容付着強度以下であることを確認する。 
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添付資料 12 

 

内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

 

12.1 はじめに 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」では，

規制基準における要求事項「津波による溢水を考慮した浸水範囲，

浸水量を安全側に想定すること」に関し，審査ガイドに従い，6 号

及び 7 号炉で考慮すべき具体的な溢水事象として以下の 5 事象

を挙げている。（添付第 12-1 図） 

 

① タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

② タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおけ

る溢水 

 

③ タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置

するエリアにおける溢水 

④ 屋外タンク等による屋外における溢水 

⑤ 建屋外周地下部における地下水位の上昇 

 

 

 

添付第 12-1 図  地震による溢水の概念図 

 

これらの各事象による浸水範囲，浸水量については，「設置許可

基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性に

 添付資料 10 

 

内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

 

１．はじめに 

 「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」では，

規制基準における要求事項「津波による溢水を考慮した浸水範囲，

浸水量を安全側に想定すること」に関し，審査ガイドに従い，２

号炉で考慮すべき具体的な溢水事象として以下の５事象を挙げて

いる。（図１） 

 

 a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）にお

ける溢水 

 c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 

 

 e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

 f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

 

 

 

 

 

 

図１ 地震による溢水の概念図 

 

 これらの各事象による浸水範囲，浸水量については，「設置許可

基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ター

ビン補機冷却水系熱交

換器を設置するエリア

はタービン建物にあり，

a.に含まれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物
タービン建物

屋外タンク

RSWP TSWP
CSWP

取水槽
循環水ポンプエリア海水ポンプエリア

地下水排水ピット

タービン建物（復水器を設置するエリア）
タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）

a.タービン建物（復水器を設
置するエリア）における溢水

b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備
を設置するエリア）における溢水

c.取水槽循環水ポンプ
エリアにおける溢水

d.取水槽海水ポンプエ
リアにおける溢水

f.建物外周地下部

における地下水の

e.屋外タンク等による
屋外における溢水

RSW配管（放水
配管）

TSW配管TSW配管TSW配管

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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評価条件，評価結果等の具体的な内容を示す。 

 

12.2 タービン建屋内における溢水（事象①，② ，③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて説明されており，本書ではその該当個所を抜粋する形で，そ

の評価条件，評価結果等の具体的な内容を示す。 

 

２．タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水（事

象 a.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件及び結果の相
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溢水評価条件及び結

果の相違 
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添付資料 35 

サブドレン設備の地震時における機能維持について 

 

 

 

 

 

 

７．建物外周地下部における地下水位の上昇（事象 f. ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は水位上

昇抑制対策を「島根原

子力発電所２号炉 地

震による損傷の防止 

別紙-17 地下水位低

下設備について」で説

明 
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添付資料 14 

 

浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範

囲及び施工例 

 

 

14.1 水密扉，ダクト閉止板，浸水防止ダクト及び止水ハッチの

設置位置並びに施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 11 

 

浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範

囲及び施工例 

 

１．はじめに 

浸水防護重点化範囲の境界については，浸水を防止するため浸

水防止設備を設置している。 

浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア），取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポン

プエリアに浸水対策として実施している浸水防止設備（水密扉及

び貫通部止水処置）については，内郭防護として整理する。 

  

 

２．浸水対策の位置 

（１）タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア） 

  タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）に対

する浸水対策については，タービン建物（耐震 S クラスの設備

を設置するエリア）とタービン建物（復水器を設置するエリア）

との境界における浸水対策及びタービン建物（復水器を設置す

るエリア）と海域との境界における対策があることから，以下

にそれぞれの内容について示す。 

 

 a.タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）とタ

ービン建物（復水器を設置するエリア）との境界における浸

水対策 

  浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震 S クラスの設

備を設置するエリア）への浸水対策として実施している浸水防

止設備の設置位置，浸水防止設備リストを示す（図１，表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，浸水

防護重点化範囲毎に分

けて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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図１ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の

浸水対策の概要（タービン建物（復水器を設置するエリア）

との境界） 

 

 

表１ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の

浸水対策設備リスト（タービン建物（復水器を設置するエリア）

との境界） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧は床面に設置 

番

号 

設置 

高さ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

① EL2.0m 
復水器エリア防水壁 

防水壁 

設計中 

② EL0.25m 防水壁 

③ EL2.0m 

復水器エリア水密扉 

水密扉 

④ EL2.0m 水密扉 

⑤ EL2.0m 水密扉 

⑥ EL2.0m 水密扉 

⑦ EL2.0m 水密扉 

⑧ EL2.0m 床ドレン逆止弁 逆止弁 
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添付第 14-1 表 水密扉，ダクト閉止板及び止水ハッチの設置位置

並びに仕様（6 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）と海

域との境界における浸水対策 

  浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震 S クラスの設

備を設置するエリア）への浸水対策として実施している浸水防

止設備の設置位置，浸水防止設備リストを示す（図２，表２）。 

 

図２ 浸水対策の概要 

 

表２ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の

浸水対策設備リスト（海域との境界） 

 
 

（２）取水槽海水ポンプエリア 

  浸水防護重点化範囲である取水槽海水ポンプエリアに浸水対

策として実施している浸水防止設備の設置位置，浸水防止設備

リストを示す（図２，表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

 

①－１ ①－２ 

①－３，①－４ 

②－２ 

②－１，②－３，③－４ 

②－４，②－５ 

③－３ 

③－１，③－２ 

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

①－１ 
EL4.7m 

（屋外配管ダクト） 

タービン補機海水系配管 

逆止弁 
逆止弁 φ750 

①－２ 
EL2.7m 

（屋外配管ダクト） 

液体廃棄物処理系配管 

逆止弁 
逆止弁 φ80 

①－３ － 原子炉補機海水系配管 配管 － 

①－４ － 
高圧炉心スプレイ補機 

海水系配管 
配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。 
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添付第 14-1-1 図  水密扉，ダクト閉止板及び止水ハッチの設置

位置並びに施工例 

（6 号炉  タービン建屋地下 2 階） 

 

 

 

添付第 14-1-2 図  水密扉，ダクト閉止板及び止水ハッチの設置

位置並びに施工例 

（6 号炉  タービン建屋地下中 2 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 取水槽海水ポンプエリアの浸水対策設備リスト 

 

 

（３）取水槽循環水ポンプエリア 

  浸水防護重点化範囲である取水槽循環水ポンプエリアに浸水

対策として実施している浸水防止設備の設置位置，浸水防止設

備リストを示す（図２，表４）。 

 

表４ 取水槽海水ポンプエリアの浸水対策設備リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

②－１ EL1.1m タービン補機海水ポンプ ポンプ － 

②－２ EL4.1m 
タービン補機海水ポンプ 

出口弁 
電動弁 φ550 

②－３ － タービン補機海水系配管 配管 － 

②－４ EL4.0m 除じんポンプ ポンプ － 

②－５ － 除じん系配管 配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。 

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

③－１ EL1.1m 循環水ポンプ ポンプ － 

③－２ － 循環水系配管 配管 － 

③－３ EL4.0m 
タービン補機海水系配管 

第二出口弁 
電動弁 φ750 

③－４ － タービン補機海水系配管 配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。 
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添付第 14-1-3 図  水密扉，ダクト閉止板及び止水ハッチの設置

位置並びに施工例 

（6 号炉  タービン建屋地下 1 階） 
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添付第 14-2 表  水密扉，ダクト閉止板及び止水ハッチの設置位

置並びに仕様（7 号炉） 
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添付第 14-2-1 図  水密扉，浸水防止ダクト及び止水ハッチの設

置位置並びに施工例 

（7 号炉  タービン建屋地下 2 階） 

 

 

添付第 14-2-2 図  水密扉，浸水防止ダクト及び止水ハッチの設

置位置並びに施工例 

（7 号炉  タービン建屋地下中 2 階） 
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添付第 14-2-3 図  水密扉,浸水防止ダクト及び止水ハッチの設置

位置並びに施工例 

（7 号炉  タービン建屋地下 1 階） 
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14.2 貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治具の実施範

囲及び施工例 

(1) 実施範囲 

 

添付第 14-3 図  貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治

具の実施範囲（横断面） 
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添付第 14-4 図  貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治

具の実施範囲 

（6 号炉縦断面）（1/2） 
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添付第 14-4 図  貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治

具の実施範囲 

（6 号炉縦断面）（2/2） 
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添付第 14-5 図  貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治

具の実施範囲 

（7 号炉縦断面）（1/2） 
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添付第 14-5 図  貫通部止水処置及び床ドレンライン浸水防止治

具の実施範囲 

（7 号炉縦断面）（2/2） 
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(2) 施工例 

 

添付第 14-6 図  充てん構造施工例（1/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．貫通部止水処置の施工例 

  浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策として実施する

貫通部止水処置の施工例を以下に示す。 
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添付第 14-6 図  充てん構造施工例（2/4） 
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添付第 14-6 図  充てん構造施工例（3/4） 
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添付第 14-6 図  充てん構造施工例（4/4） 
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添付第 14-7 図  閉止構造施工例（1/2） 
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添付第 14-7 図  閉止構造施工例（2/2） 
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添付第 14-8 図  ブーツ構造施工例（1/2） 
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添付第 14-8 図  ブーツ構造施工例（2/2） 
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まとめ資料比較表 〔第５条 津波による損傷の防止 別添１添付資料 14〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料19 

海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

19.1 はじめに 

基準津波襲来時を想定した取水路における砂移動解析を実施

し，解析により得られた海水ポンプ取水地点の浮遊砂濃度を基に，

海水ポンプ軸受の浮遊砂に対する耐性について評価する。 

添付資料１４ 

非常用海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

1. 非常用海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について

東海第二発電所の非常用海水ポンプは，海水取水時に海水

中に含まれる浮遊砂を吸い込み，軸受隙間に入り込む可能性

を考慮し，砂が混入してもこれを排出することで機能維持可

能な設計としている（第 1図）。また，これまでの運転実績か

ら，浮遊砂混入によるトラブルは発生していない。 

しかしながら，津波発生時は，津波により海底の砂が巻き

上げられ，通常よりも浮遊砂環境が厳しくなる可能性がある

ことから，既設のデバメタル軸受については，浮遊砂に対す

る耐性の高い複合軸受に取り替える計画とし，試験装置を用

い，高濃度の浮遊砂濃度を模擬した試験を実施し，非常用海

水ポンプ軸受の耐性を評価する。 

第 1 図 非常用海水ポンプ断面図，軸受図 

添付資料 14 

海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

１．はじめに 

海水ポンプは，取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水とともにポ

ンプ軸受に混入したとしても，図１に示すとおり，軸受に設けら

れた異物排出溝(溝深さ約 3.5mm)から連続排出される構造となっ

ているため，取水機能は維持できる設計となっている。これまで

の運転実績においても，浮遊砂混入による軸受損傷は発生してい

ないが，ここでは，発電所周辺の細かな砂（粒径 O.3mm 程度）が

軸受に混入した場合の軸受の耐性について評価する。 

図１ 海水ポンプ軸受構造図 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は浮遊砂

に対する耐性の高いテ

フロン軸受を使用して

おり，取替えは計画して

いない 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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19.2 取水路における砂移動解析方法 

取水路における砂移動解析については，「1.4 入力津波の設定」

における取水路の管路解析，及び「2.5（2）a．砂の移動・堆積に

対する通水性確保」における砂の移動・堆積の数値シミュレーシ

ョンの解析結果を用いて，「高橋ほか（1999）の手法」［１］に

基づく砂移動解析を実施し，浮遊砂濃度を算出する。 

砂移動解析の入力条件を添付第19-1 表に示す。 

添付第 19-1 表 砂移動解析の入力条件 

19.3 取水路における砂移動解析結果 

基準津波の波源および防波堤有無の各ケースにおいて，海水ポ

ンプ取水地点における浮遊砂濃度時刻歴を示す。6 号炉を添付第

19-1 図～添付第19-4図に，7 号炉を添付第19-5 図～添付第19-8

図に示す。 

浮遊砂濃度が最も高い値を示すのは，6 号炉および7 号炉とも

に，基準津波２（防波堤なし）のケース（6 号炉：添付第19-4 図，

7 号炉：添付第19-8図）で地震発生から約140 分経過した時点で，

浮遊砂濃度は1×10-5wt%以下であった。 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7】 

砂移動解析の方法及

び結果については，「３．

砂濃度評価」に記載 

187



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付第 19-1 図 6 号炉 基準津波１ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤あ

り） 

添付第 19-2 図 6 号炉 基準津波１ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤な

し） 

添付第 19-3 図 6 号炉 基準津波２ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤あ

り） 

添付第 19-4 図 6 号炉 基準津波２ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤な

し） 
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添付第 19-5 図 7 号炉 基準津波１ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤あ

り） 

添付第 19-6 図 7 号炉 基準津波１ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤な

し） 

添付第 19-7 図 7 号炉 基準津波２ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤あ

り） 

添付第 19-8 図 7 号炉 基準津波２ 浮遊砂濃度時刻歴（防波堤な

し） 
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2. 軸受摩耗試験

試験装置に，軸受供試材を取り付けて一定時間運転し，運

転前後の供試材寸法測定により摩耗量を求めた。試験溶液の

砂濃度は，通常運転時模擬濃度 0.02[wt％]及び高濃度

3[wt％]を設定し，試験時間を通して，連続的にこの濃度の溶

液が軸受に供給される試験系統とした。 

試験装置の概略構成図を第 2図に示す。 

２．軸受摩耗試験 

（１）試験方法 

試験ピット内に粒径 0.3mm 程度の砂を入れ，実機海水ポン

プを用い軸受の摩耗量を測定した。試験における砂濃度は，

島根２号炉の取水槽位置における砂濃度を包絡し，また，濃

度の違いによる摩耗の傾向を把握するため２点設定した。試

験条件を表１に，海水ポンプ軸受摩耗試験装置の概要を図２

に示す。 

表１ 試験条件 

・評価内容の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，軸受の

砂耐性について，試験に

より確認 

・試験内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施 
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第 2 図 試験装置概略図 

軸受供試材は，既設のゴム軸受（水中部）と，複合軸受（デ

バメタル軸受（気中部）から取替を計画している軸受※）の

供試材を用いた。第 1 表に，軸受摩耗試条件を示す。 

※以下のとおり東海第二発電所と類似環境で運用される同型

式の海水ポンプに採用実績がある。また，良好な運転実績

（軸受に起因する不具合なし）がある。 

Ａ原子力発電所ａ号炉 

Ａ原子力発電所ｂ号炉 

Ｂ原子力発電所ａ号炉 

図２ 海水ポンプ軸受摩耗試験装置概要 

・試験内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施 
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Ｂ原子力発電所ｂ号炉 

Ｂ原子力発電所ｃ号炉 

Ｂ原子力発電所ｄ号炉 

Ｃ原子力発電所ａ号炉 

 

第 1 表 軸受摩耗試験条件 

 

＊1：試験時摩耗量に 9.4／5 を乗じて実機周速に補正 

＊2：回転体アンバランスによる実機の振れ回りを再現した荷重 

 

 

軸受摩耗試験結果から，寿命評価式（①式）を用いて比摩

耗量 K1 を算出した結果を以下に示す。 

（機械工学便覧参照） 

K1：比摩耗量[mm２／kgf] 

σ：摩耗量[mm] 

P：軸受面圧[kgf／mm２] 

V：周速[mm／s] 

T1：摩耗量σに至るまでの時間[s] 

 

【ゴム軸受】 

0.02[wt％]濃度時の比摩耗量 K1（ω0）  2.74×10-7[mm２／kgf] 

3[wt％]濃度時の比摩耗量 K1（ω）     4.65×10-6[mm２／kgf] 

 

【複合軸受】 

0.02[wt％]濃度時の比摩耗量 K1（ω0）  9.41×10-7[mm２／kgf] 

3[wt％]濃度時の比摩耗量 K1（ω）     5.76×10-6[mm２／kgf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試験結果 

砂濃度 0.016wt%及び 0.1wt%における実機海水ポンプの軸受

摩耗結果から１時間あたりの摩耗量を算出した。試験結果より

確認された軸受の１時間当たりの摩耗量を表２に，濃度と摩耗

量の関係を図３に示す。 

 

 

 

 

 

表２ 試験における軸受の摩耗量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施したことから，試

験摩耗量を評価に使用 
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K1ω0: 0.02[wt％]における比摩耗量 

K1ω :3 [wt％]における比摩耗量 

図３ 試験における濃度(wt％)と摩耗量(mm)の関係 

３．砂濃度評価 

島根２号炉の取水槽位置の砂濃度は表３に示す条件にて解析を

実施し算出している。取水槽位置での砂濃度は図４に示すとおり

であり，取水槽で砂濃度の変化が見られる 12000 秒から砂濃度が

下降傾向を示す 19800秒間の平均砂濃度 0.25×10-3wt%を評価に用

いることとする。 

表３ 基準津波による砂移動の解析条件 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

基準津波の違いによ

る評価条件の相違 
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3. 軸受寿命評価（0.02[wt％]，3[wt％]）

試験時，基準津波時の浮遊砂濃度（評価点）が未知であっ

たことから，通常時を模擬した浮遊砂濃度 0.02[wt％]と，基

準津波時に予想される高濃度を包絡すると予想される濃度

3[wt％]で摩耗量を実測し，比摩耗量の評価及び軸受寿命を算

出した。 

第 2 表 比摩耗量と軸受寿命(0.02[wt％]，3[wt％]) 

摩耗量（平均）：軸受試験前と試験後の寸法差の平均 

面圧：実機を模擬した面圧 

周速：実機周速 

比摩耗量：①式にて算出 

許容隙間：設計許容隙間 

軸受寿命：初期隙間が許容隙間に至るまでの時間 

図４ 基準津波１（防波堤有り，循環水ポンプ停止）による砂濃

度の評価結果 

・評価内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施したことから，試

験摩耗量を評価に使用 

 

 

 

 

 

 

浮
遊
砂
質
量
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度
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wt
%）

 

時間（秒） 
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4. 軸受寿命評価(0.48[wt％])

基準津波時の砂移動解析結果から，非常用海水ポンプ室近

傍の浮遊砂濃度は，0.18[vol％]との結果が得られたことから，

砂の密度 2.72[g／cm３]を乗じて重量濃度 0.48[wt％]に換算

した上で，比摩耗量の式（②）を参考に，0.02［wt％］と 3

［wt％］の試験結果から，浮遊砂濃度 0.48[wt％]における比

摩耗量を算出した。 

なお，比摩耗量の式（②）は公開文献「立軸ポンプセラミ

ックス軸受に関する研究」＊から引用している。この公開文

献では，200～3000ppm のスラリー濃度の軸受摩耗量を測定

しており，比摩耗量とスラリー濃度との間には相関関係があ

ると結論づけられており，この知見を参考とした。 

＊出典：立軸ポンプセラミックス軸受に関する研究，湧川ほ

か（日本機械学会論文集（B 編）53 巻 491 号（昭 62-7）、

pp.2094~2098 

②式を参考とし，0.02[wt％]の比摩耗量と 3[wt％]の比摩耗

量の 2 点間が線形近似できると評価し，以下の式にて

0.48[wt％]におけるゴム軸受と複合軸受の比摩耗量を算出し

た。 

【ゴム軸受】 

比摩耗量 k＝1.64748×10－６[mm２／kgf] ・・・③ 

４．軸受耐性評価結果 

（１）軸受評価方法 

 軸受評価の方法については，砂濃度 0.016wt%及び 0.1wt%

の試験で求められた濃度と摩耗量の関係から，砂濃度が低い

ときに摩耗量は低くなる傾向にある。島根２号炉の取水槽位

置の砂濃度は，0.25×10-3wt%であるため，砂濃度 0.016wt%の

試験で確認された摩耗量より低くなると考えられるが，ここ

では保守的に，試験結果から得られた 0.016wt%の砂濃度にお

ける摩耗量 　　　を用いることとする。評価に用い

る摩耗量を図５に示す。 

図５ 評価に用いる摩耗量 

（２）軸受評価結果 

隙間管理値に達するまでの許容寸法 　　　　に対し，１時

間あたりの摩耗量を　　　　　　　とすると，運転可能時間

は約 82時間と評価される。 

・評価内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施したことから，試

験摩耗量を評価に使用 
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【複合軸受】 

比摩耗量 k＝2.9662×10－６[mm２／kgf]・・・④ 

③及び④を元に寿命評価した結果，隙間許容値に至るまで

の運転時間は，第 3 表のとおり，ゴム軸受で約 49 時間，複

合軸受で約 27 時間と評価した。 

第 3 表 比摩耗量と軸受寿命(0.48wt％) 

浮遊砂濃度と比摩耗量との相関関係を第 3 図及び第 4 図に

示す。 

第 3 図 浮遊砂濃度と比摩耗量との相関図（ゴム軸受） 
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第 4 図 浮遊砂濃度と比摩耗量との相関図（複合軸受） 

5. 浮遊砂濃度のピーク時間の評価

基準津波時の砂移動計算結果から得られた砂濃度の時刻歴

グラフを第 5 図に，取水口及び取水構造物（取水路及び取水

ピット）の配置を第 6 図に示す。また，砂移動計算の諸条件

を第 4 表に，その他の解析条件を第 5 表に示す。 

非常用海水ポンプが設置される全水路の計算結果から，最

も高い砂濃度を示すＥ水路のケースを想定しても，基準津波

時の浮遊砂濃度のピークは数分で収束し，軸受摩耗試験で設

定したような連続 5 時間の高濃度の状態は認められない。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，浮遊砂

の評価について「３．砂

濃度評価」に記載 
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第 5 図 浮遊砂濃度時刻歴グラフ 

（Ｅ水路水位上昇時（防波堤なし，貝代考慮，スクリーンあり）） 
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第 6 図 取水口及び取水構造物（取水路及び取水ピット）配置図 

第 4 表 砂移動計算の諸条件 
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19.4 海水ポンプ軸受の浮遊砂に対する耐性評価 

基準津波襲来時を想定した取水路における砂移動解析によって

得られた海水ポンプ取水地点の浮遊砂濃度は，6 号炉および7 号

炉ともに1×10-5wt%以下であった。 

浮遊砂濃度1×10-5wt%は，原子炉補機冷却海水ポンプ（1 台：流

量1,800m3/h）が海水とともに取水する浮遊砂量は3g/min 程度と

微量であることを示す。また，取水された多くの海水は，軸受摺

動面隙間より断面積比で約60 倍ある揚水管内側流路を通過する

ことを踏まえると，軸受摺動面に混入する浮遊砂量は3g/min より

さらに減少することが見込まれることから，基準津波襲来時の浮

遊砂による軸受摩耗への影響はないと評価する。 

 

参考文献 

［１］：「掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動

床モデルの開発」， 

高橋智幸・首藤伸夫・今村文彦・浅井大輔・海岸工学論文集，46，

606-610， 

1999. 

 

 

 

第 5 表 その他の解析条件 

 

＊非常用海水ポンプ全台運転，循環水ポンプ及び補機冷却系海水

系ポンプ停止時の流量 

 

 

6. 総合評価 

東海第二発電所の非常用海水ポンプの軸受は，基準津波時に

海水中に含まれる浮遊砂（中央粒径 0.15mm）が混入しても，

砂排出溝（約 3.7mm～7.0mm）によりこれを排出することで

機能維持可能である。 

また，基準津波に伴い巻き上げられた浮遊砂が軸受に巻き込

まれたとしても，ポンプピット近傍が高濃度の浮遊砂の状態に

ある時間は数分で収束することから，試験結果から得られた運

転可能時間で十分包絡でき，非常用海水ポンプの軸受は機能維

持可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

  津波襲来による浮遊砂濃度が上昇する時間は長くても３時間

程度であり，津波襲来時に海水ポンプ軸受部に浮遊砂が混入し

たとしても海水ポンプ軸受耐性は十分にあり，取水性に問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，実機海

水ポンプを用いた試験

を実施 
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